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横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱 

制  定 平成28年９月13日 建住政第 958 号（建築局長、健康福祉局長決裁） 

最新改定 令和 7年５月28日 建住政第 498 号（建築局長、健康福祉局長決裁） 
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第一章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針（以下「指導指針」という。）

に定められた、「立入検査」、「意見聴取」及び「重要事項説明書」等に関して、指導の基準となる事項等

を定めるものとする。

なお、この要綱において使用する用語は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第

26 号）（以下「高齢者住まい法」という。）、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令（平成 13 年政

令第 250 号）、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成 13 年国土交通省令第 115 号）（以

下「高齢者住まい法施行規則」という。）及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関

する法律施行規則（平成 23 年厚生労働省・国土交通省令第 2 号）（以下「共同高齢者住まい法施行規則」

という。）において使用する用語の例による。

第二章 立入検査 

（主旨） 

第２条 高齢者住まい法第二十四条、「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の

施行後におけるサービス付き高齢者向け住宅等の管理について」（平成 24 年 4 月 10 日付け国住心第 19

号国土交通省住宅局安心居住推進課長通知）及び「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改

正する法律の施行後におけるサービス付き高齢者向け住宅の管理について」（平成 24 年 4 月 19 日付け

老高発第 1 号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知）の１（1）の規定に基づき、市内のサービス付き高

齢者向け住宅（以下「登録住宅」という。）に対する立入検査を行うにあたり必要な事項を定める。

（立入検査） 

第３条 市長は、職員（以下「検査員」という。）に、毎年度定める実施計画によるほか、原則登録住

宅の次の各号に掲げる時期に立入検査を実施させることができる。 

1



(１)工事完了時

(２)入居開始後１年以内

(３)登録更新までの中間期（ただし、前号に代えることができる。）

(４)登録更新時

２ 前項に定めるもののほか、立入検査は必要に応じて随時実施する。 

３ 立入の検査員は、建築局住宅政策課若しくは健康福祉局高齢施設課の職員又は両課の職員が、各所

属長の指示を受け、概ね２名から４名で行う。 

４ 第１項の立入検査について、災害、感染症の影響などやむを得ない事由により、登録住宅へ立入検

査の実施が困難な場合、書類による検査に代えることができる。 

（立入検査事項） 

第４条 検査員は、次の各号について検査を行う。 

（１） 登録住宅の申請図面による現地確認

（２） 必須サービス（安否確認及び生活相談）の運営状況

（３） 入居者の状況（入居者数、介護度等）

（４） 登録住宅の職員配置の状況

（５） 高齢者生活支援サービス提供の状況

（６） 運営に関する状況（衛生管理、非常時対応、苦情対応等）

（７） その他

２ 前項各号の立入検査の項目については、別に定める「立入検査チェックリスト」を用いて行うこと

とする。 

３ 検査員は、立入検査に合わせ、高齢者住まい法第十九条に定める帳簿の確認を行うものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、立入検査事項は必要に応じて適宜追加することができる。 

５ 前条第１項第１号の立入検査事項は第１項第１号について行うものとする。 

６ 前条第４項の場合、第１項各号について内容を確認できる書類等を提出するものとする。 

（立入検査の留意事項） 

第５条 検査員は、立入検査を実施するに際して、次の事項に留意しなければならない。 

（１） 登録住宅への立入検査は、登録住宅及び登録住宅職員の正常な業務を妨げないよう努める。

（２） 登録住宅関係者には、事前に立入検査の趣旨を説明し、理解と協力を得られるよう努める。

（事前通知） 

第６条 市長は、立入検査を行う登録事業者に対して、「横浜市サービス付き高齢者向け住宅立入検査

実施通知書」（第１号様式）により、事前に立入検査を実施する旨の通知を行う。ただし、緊急に立

入検査を行う等の必要がある場合には、事前の通知を行わずに立入検査を実施することができる。 

（報告） 

第７条 検査員は、立入検査を実施した場合は、速やかに「横浜市サービス付き高齢者向け住宅立入検

査報告書」（第２号様式）により、所属長に報告する。 
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（結果通知） 

第８条 市長は、立入検査の結果を「横浜市サービス付き高齢者向け住宅立入検査結果通知書」（第３

号様式）により、登録事業者あてに通知を行う。 

（改善報告・改善計画） 

第９条 市長は、前条の通知において是正すべき事項があった場合は、高齢者住まい法第二十四条に基

づき、登録事業者から速やかに文書にて改善報告を求めることができる。その際、市長は、報告の期

日を登録事業者に対して、立入検査結果通知書内に提示することとする。 

２ 登録事業者は、前項の規定に基づき市長から改善報告を求められた場合は、速やかに改善策を講

じ、改善後に「立入検査結果の文書指導事項に対する改善報告書」（第４号様式）により、市長に報

告を行う。 

３ 登録事業者は、改善報告書を、あらかじめ市長より提示された期日以内に提出することが困難な場

合、「立入検査結果の文書指導事項に対する改善計画書」（第５号様式）を市長に提出し、協議を行

う。その際、登録事業者は、改善の期日を改善計画書内に明記しなければならない。 

４ 登録事業者は、前項の規定に基づき改善計画書を提出した場合は、遅滞なく改善計画を実施し、改

善の期日までに、第２項に基づく改善報告書により、市長に報告を行う。 

５ 市長は登録住宅において不適切な状態を把握した場合は、国土交通省及び厚生労働省へ情報提供を

行う。 

第三章 意見聴取 

（主旨） 

第 10 条 サービス付き高齢者向け住宅整備事業（スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱（平

成 27 年 4 月 9 日付国住心第 228 号）第 4 第一号に規定する補助事業をいう。）において国費の補助を

受けようとする登録住宅及び登録住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設に対して、「サ

ービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市区町村への意見聴取について（平成 28 年３月４日付事務

連絡）」及び「サービス付き高齢者向け住宅整備事業の要件見直しおよび同事業にかかる意見聴取の実施

等について（令和７年２月 26 日付事務連絡）」に基づき国が補助の要件とする「地元市町村への意見聴

取」を実施するために必要な事項を定める。

（対象施設） 

第 11 条 この要綱による意見聴取の対象となる施設は、国へ補助金の交付申請を行う登録住宅及び併設

施設とする。

（意見聴取の申請） 

第 12 条 前条の交付申請を行おうとする者（以下「事業者等」という。）は、「横浜市サービス付き高齢者

向け住宅整備事業に係る市町村意見聴取申請書」（第６号様式）を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書に加え、必要に応じて、資料（計画概要、周辺見取り図及び公共交通機関へのア

クセスや医療機関等との連携状況が分かるもの等）の提出を求めることができる。

3 事業者等は、第 1 項に定める意見聴取の申請を行う前に、当該申請内容について市へ相談（以下「事前
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相談」という。）を行うものとする。 

なお、事前相談は、対象施設に係る開発許可及び建築許可等の相談より前に行うものとする。 

 

（意見聴取の観点、意見聴取結果書の交付等） 

第 13 条 市長は、指導指針における「３ 立地条件」を踏まえて、事業者等に対して意見を述べるものと

する。ただし、この観点によることが困難である場合には、この限りではない。 

2 意見聴取結果の通知は、申請書を受理してから原則 21 日以内に行うものとする。なお、申請書は必要

書類等がそろった時点で受理することとする。 

3 意見聴取結果は、都道府県知事の意見聴取結果とあわせて、「横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備

事業意見聴取に対する回答」（第７号様式）（以下「結果書」という。）により事業者等に通知するととも

に、国に結果書の写しを送付する。 

 

（申請及び相談窓口） 

第 14 条 意見聴取に関する事業者等からの申請先、問い合わせ先及び第 12 条第 3 項の事前相談の窓口

は、建築局住宅部住宅政策課とする。 

 

第四章 重要事項説明書・管理規程 

 

（重要事項説明書の補足資料） 

第 15 条 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）の規定に基づく、有料老人ホームに該当する登録住宅を

運営する事業者は、重要事項説明書を補足する添付資料として、「サービス付き高齢者向け住宅の登録を

受けた有料老人ホーム重要事項説明書（「登録事項等についての説明」の補足）」（別紙１）を作成し、登

録申請時に提出すること。 

  なお、入居契約書又は重要事項説明書に別紙の内容を記載する場合はこの限りではない。 

 

（管理規程） 

第 16 条 指導指針 12(1)に定める「管理規程」については、「サービス付き高齢者向け住宅管理規程（別

紙２）」を参考として策定すること。 

 

第五章 その他 

 

（その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、登録住宅の運営指導に関し、必要な事項は建築局住宅部住宅政

策課長及び健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長が別に定める。 

 

（附則） 

1 この要綱は、平成 28 年９月 13 日から実施する。 

2 第 11 条に規定する対象施設は、平成 28 年４月１日以降に交付申請を行うものに限る。 

（附則） 

 この要綱は、平成 30 年７月１日から実施する。 
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（附則） 

この要綱は、平成 31 年４月１日から実施する。 

（附則） 

 この要綱は、令和２年４月１日から実施する。

（附則） 

この要綱は、令和２年 10 月 30 日から実施する。 

（附則） 

この要綱は、令和３年９月 29 日から実施する。 

（附則） 

この要綱は、令和７年５月 28 日から実施する。 
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第１号様式（第６条） 

  第 号

年  月  日 

住所 

 様 

横浜市長 

横浜市サービス付き高齢者向け住宅立入検査実施通知書 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第二十四条第１項、老人福祉法（昭和3

8年法律第133号）第二十九条第９項の規定に基づき、下記の登録住宅を対象とした立入検査を実施しま

す。 

ついては、横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱第６条の規定に基づき、事前

通知を行います。 

１ 対象登録住宅 

 登録住宅名 

    登録住宅住所 

２ 実施日時・場所 

  年 月 日（ ）  時 分から 

 対象住宅内 

３ 根拠法令 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十四条第１項 

  老人福祉法第二十九条第９項 

  横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱第３条第１項 

４ 担当職員 

健康福祉局 課職員 

 建築局  課職員 

５ その他 

(1) 当日は住宅の管理・運営についてヒアリングを行います。基本的には管理者でご対応いただきます

が、場合によっては各職種の職員の方にもご対応いただきますので、できる限り、勤務を御調整願いま

す。 

(2) 立入検査の結果、後日ご提出いただく資料がある場合がありますので、その際はご協力お願いしま

す。 

※この様式は必要に応じて適宜変更することができる。
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第２号様式（第７条） 

 

   年   月   日 

 

 

横浜市サービス付き高齢者向け住宅立入検査報告書 

 

 

 本市に登録のある下記の計画について、横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施

要綱第３条第１項に基づき、立入検査を行いましたので、同要綱７条の規定に基づきその結果を報

告します。 

 

 

実施日時   年  月  日 

対象住宅登録番号  

対象住宅名称  

対象住宅所在地  

対象住宅運営事業者  

立入検査職員 建築局職員  名  健康福祉局職員  名 

 

 

 

検査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の他必要な書類を適宜添付することができる。 

※この様式は必要に応じて適宜変更することができる。 
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第３号様式（第８条） 

 

    第     号 
年  月  日  

住所 

 

 

       様 
 

横浜市長           印    

 

 

 

横浜市サービス付き高齢者向け住宅立入検査結果通知書 

 

 

    年 月 日に行った横浜市サービス付き高齢者向け住宅立入検査の結果について、横浜市

サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱第８条の規定に基づき下記の通り通知しま

す。 

 

 

実施日時   年  月  日 

対象住宅登録番号  

対象住宅名称  

対象住宅所在地  

 

 

 

検査結果 

 

 

 

 

 

 

 

※この様式は必要に応じて適宜変更することができる。 
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第４号様式（第９条第２項） 
 

   年  月  日 

 

 横浜市長  

 

                     サービス付き高齢者向け住宅登録事業者名 

                     代表者名               

 

                     事業所所在地 

連絡先 

 

立入検査結果の文書指導事項に対する改善報告書 

 

 年 月 日付   第 号通知で文書指導のありました事項について、改善を行ったので、

横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱第９条第２項の規定に基づき次の通り

報告します。 

  

指導事項 改善報告 

１ 

 

 

 

２ 

 

 

 

３ 

 

 

 

１ 

 

 

 

２ 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

※ 必要に応じて、改善内容が確認できる説明資料、写真等資料を添付してください。 

※ 当該様式は必要に応じて、適宜変更することができる。 
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第５号様式（第９条第３項）

年  月  日

横浜市長 

サービス付き高齢者向け住宅登録事業者名

  代表者名 

  事業所所在地

連絡先

立入検査結果の文書指導事項に対する改善計画書

 年 月 日付    第 号通知で文書指導のありました事項について、期日以内に改善を

行うことが困難なため、横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱第９条第３項の

規定に基づき改善計画書を提出します。

指導事項 改善計画

１

２

３

１

２

３

※ 「改善計画」の欄に改善完了予定時期を記載し、完了予定時期までに、別途改善報告書を提出してく

ださい。

※ 当該様式は必要に応じて適宜変更することができる。
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第６号様式（第 12 条第１項） 
 

  年   月   日 
横浜市長 
 
                     事業者 住   所 
 
                         氏名・名称             
 
                     担当者所属・氏名 
 
                         電話番号 
 
 

横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市町村意見聴取申請書 
 

 下記の計画について、サービス付き高齢者向け住宅整備事業の交付申請をしたいので、横浜市サービス

付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱第 12条第１項の規定に基づき意見聴取申請書を提出します。 
 
 

記 
 

申請者名  

住 宅 名  

計 画 地  

住戸の戸数 サ高住住戸： 戸 
その他住戸： 戸 

公共交通機関へ 

のアクセス 

最寄りの鉄道駅、バス停までの距離等 

医療機関･介護 

施設との連携 

最寄りの医療機関・介護施設、連携方法等 

備 考  

※公共交通機関へのアクセス、医療機関等との連携については、必要に応じて、内容が分かる資料を添付

すること 
※この様式は任意で変更できるものとする 
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第７号様式（第 13 条第３項） 
 

第     号 
年  月  日 

住所 
 
 
       様 
 

横浜市長           印    
 
 
 
 
 
 

横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備事業意見聴取に対する回答 
 
 
 

 横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市町村意見聴取申請書の提出を受けた下記の計画

について、横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針に基づき立地等の確認を行いましたので、

横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱第 13 条第３項の規定に基づき結果を通知し

ます。 
 
 
対象住宅名   
 

対象住宅住所  

 

 

結果 

  

 

 

 

以上 
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別紙１ 
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書 

（「登録事項等についての説明」の補足） 

 

                         作成日    年  月  日 

               登録番号     

              施設名     

「１.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について 

開 設 年 月 日      年   月   日 

住宅の管理者氏名※1  

電話番号 / ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

 ※1 管理者を配置している場合に記入 

 

「２.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について 

ＦＡＸ番号  

ホームページアドレス  

資本金(基本財産)  

主な出資者(出捐者)とその

金額又は比率 ※2 
 

設 立 年 月 日      年   月   日 

直近の事業収支決算額 ※３ (収益)    円 (費用)    円 (損益)    円 

会計監査人との契約  なし ・ あり（       ） 

他の主な事業  

※2 出資(出捐)額の多い順に上位３者の氏名又は名称並びに各出資(出捐)額又は比率を記入。 

※3 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用、

損益は経常利益とする。 

 

「３.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について 

ＦＡＸ番号  

ホームページアドレス  

 

 

「４.サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について 

建築基準法上の主要用途  寄宿舎 ・ 共同住宅 ・ 有料老人ホーム ・ その他 

建築物の耐火構造 耐火構造 ・ 準耐火構造 ・ その他（        ） 
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消防用設備等

消火器 なし・あり

自動火災報知設備 なし・あり 

火災通報設備 なし・あり 

スプリンクラー なし・あり 

防火管理者 なし・あり 

防災計画 なし・あり 

緊急通報装置等

緊急連絡・安否確認

緊急通報装置等の種類及び設置箇所

安否確認の方法・頻度等

「５.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す 

る前である場合）」について 

（１）入居契約の状況等

身元引受人等の条件及び義務

等※4

生活保護受給者の受入れ対応   否 ・ 可 

事業者又は入居者が入居契約

を解除する場合の事由及び手

続等 ※5 

前
年
度
に
お
け
る

退
去
者
の
状
況

退去先別の人数

自宅等 人

社会福祉施設 人

医療機関 人

死亡者 人

その他 人

生前解約の状況

事業者側の申し出

人

（解約事由の例）

入居者側の申し出

人

（解約事由の例）

体験入居の期間及び費用負担

等

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記入

※5 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。
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（２）入居状況等                      (   年  月  日現在) 

入居者内訳 

性 別  男 性    人、女 性    人 

介護の 

要否別 

 自 立   人 

 要介護   人 

（内訳）  要介護１     人 

      要介護２     人 

      要介護３     人 

      要介護４     人 

      要介護５     人 

 要支援   人 
（内訳）  要支援１     人 

      要支援２     人 

平均年齢      歳（男性   歳、女性   歳） 

注) 介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定される場合

には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。 

 

「６.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する

金銭」について 

（１）運営に関すること 

運営に関する方針  

サービスの提供内容に関する特色  

運営懇談会の開催状況 ※6 

(開催回数、設置者の役職員を除く参

加者数、主な議題等) 

 

 ※6 運営懇談会を設置している場合は記入 

 

（２）苦情等の取り扱い 

苦情解決の体制（相談窓口､責任者､連

絡先、第三者機関の連絡先等） 
 

事故発生時の対応（医療機関等との連

携、家族等への連絡方法・説明等） 
 

事故発生の防止のための指針  なし・あり  

損害賠償（対応方針及び損害保険契約

の概要等） 
 

サービスの提供に伴う事故等が発生し

た場合の損害賠償保険等への加入 
 なし・あり  ありの場合の保険名(        

) 
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利用者アンケート調査、意見

箱等利用者の意見等を把握す

る取組の状況 

１ あり 
実施日  

結果の開示 １ あり  ２ なし  

  ２ なし 

第三者による評価の実施状況 
１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし  

   ２ なし 

 

（３）医療 

協力医療機関（又は嘱託医）

の概要及び協力内容 

名  称  

診療科目  

所在地  

距離及び所要時間  

協力内容  

協力歯科医療機関 

名  称  

所在地  

距離及び所要時間  

協力内容  

入居者が医療を要する場合の

対応（入居者の意思確認、医

師の判断、医療機関の選定、

費用負担、長期に入院する場

合の対応等） 

 

 

 

 

（４）職員体制                       

ア 職種別の職員数等                 (   年  月  日現在) 

   職 員 数 
常勤換算後の 夜 間 勤 務 職 員 数       

( 時～翌 時) 

（最少人数） 

備  考 

（資格・委託等） 人数 うち自立対応 

従業

者の

内訳 

管理者     (   )  
 

  
生活相談員     (   )   
直接処遇職員     (   )     

 
介護職員     (   )     
看護職員     (   )     
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機能訓練指導員  (  ) 

理学療法士  (  ) 

作業療法士  (  ) 

その他  (  ) 

計画作成担当者  (  ) 

医師  (  ) 

栄養士  (  ) 

調理員  (  ) 

事務職員  (  ) 

その他職員  (  ) 

  合 計  (  ) 

介護に関わる職員体制 ※7 ：  以上

注１) 職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数。 

２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対して

一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の人数

において、自立者対応の人数を内数で記入。

 なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

３）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印をつ

けるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。

４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当

者の介護支援専門員資格等を記入。

５）状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入

※7 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

イ 職員の状況

管理者

他の職務との兼務 １ あり  ２ なし

兼務に係る
資格等

１ あり 

資格等の名称

２ なし

看護職員 介護職員 生活相談員
機能訓練
指導員

計画作成
担当者

常勤
非常
勤

常勤
非常
勤

常勤
非常
勤

常勤
非常
勤

常勤
非常
勤

前年度１年間の
採用者数

前年度１年間の
退職者数

業
務
に
従
事

し
た
経
験
年

数
に
応
じ
た

職
員
の
人
数

1 年未満 

1 年以上 
3 年未満 
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3 年以上 
5 年未満 

5 年以上 
10 年未満 

10 年以上 

従業者の健康診断の実施状況 １ あり ２ なし 

ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制（特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、

記入不要） 

前々年度の平均値 前年度の平均値 ※11 今年度の平均値 ※10 

要支援者の人数

要介護者の人数

指定基準上の直接処遇職員の

人数 ※8 

配置している直接処遇職員の

人数 ※9 

要支援者・要介護者の

合計人数に対する配置

直接処遇職員の人数の割合

： ： ：

常勤換算方法の考え方※11 常勤職員の週勤務時間 時間で除して算出

従業者の勤務体制の概要

介護職員 早番 ： ～ ：

日勤 ： ～ ：

遅番 ： ～ ：

夜勤 ： ～ ：

看護職員 早番 ： ～ ：

日勤 ： ～ ：

遅番 ： ～ ：

夜勤 ： ～ ：

※8 常勤換算後の人数。

※9 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。

※11 「前年度の平均値」及び「常勤換算方法」等については指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３７号）等の規定によること 

エ 状況把握(安否確認)および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況

社会福祉士 人（  人） 医 師 人（  人） 

介護福祉士 人（  人） 看護師 人（  人） 

介護支援専門員 人（  人） 准看護師 人（ 人） 
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介護職員実務者研修修了者 人（  人） 資格なし 人（  人） 

介護職員初任者研修修了者 人（  人）  

注１) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入する。

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。 

注２）介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入する。 

 

（５）登録事項の情報開示 

入居希望者等
への 

情報開示 

重要事項説明書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

入居契約書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

管理規程の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

財務諸表の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

事業収支計画の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

 

（６）その他 

横浜市サービス付
き高齢者向け住宅
整備運営指導指針
に適合していない

事項 ※12 

＜適合していない事項がある場合の内容＞ 
 
 
 

※12 市の指針上適合していない事項について、指針の９～１５に該当する運営面に関することを記述
すること。 
なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可 

 

●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ） 

（１）介護を行う場所等 

要介護時(認知症を含む)

に介護を行う場所 

 

（２）住み替える場合の条件等 

入 

を居 

住後

みに 

替居

え室 

る又 

場は 

合施 

設 

居室から一時介護室へ移

る場合(判断基準･手続、追

加費用の要否、居室利用権

の取扱い等) 

 

従前の居室から別の居室

へ住み替える場合（同上） 

 

提携ホームへ住み替える

場合（同上） 
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（３）介護保険に係る利用料 

介護保険に係る利用料 

(適用を受ける場合は

、市区町村から交付さ

れる「介護保険負担割

合証」に記載された利

用者負担の割合に応じ

た額) ※13 

          （１か月 30 日の例） 

区 分 月  額 利用者負担額 
（1 割の場合/2 割の場合） 

要支援１      円        円 /      円 

要支援２      円        円 /      円 

要介護１      円        円 /      円 

要介護２      円        円 /      円 

要介護３      円        円 /       円 

要介護４      円        円 /         円 

要介護５      円        円 /         円 
   
 各種加算の状況 

入居継続支援加算 (無・有） （Ⅰ） 
（Ⅱ） 

生活機能向上連携加算 (無・有） （Ⅰ） 
（Ⅱ） 

個別機能訓練加算 (無・有） （Ⅰ） 
（Ⅱ） 

ADL 維持等加算 (無・有） 
（Ⅰ） 
（Ⅱ） 

夜間看護体制加算 (無・有） （Ⅰ） 
（Ⅱ） 

若年性認知症入居者受入加算 (無・有） 
協力医療機関連携加算 
（相談・診療を行う体制を常時
確保している協力医療機関と連
携している場合） 

(無・有） 

協力医療機関連携加算 
（上記以外の協力医療機関と連
携している場合） 

(無・有） 

口腔・栄養スクリーニング加算 (無・有） 
科学的介護推進体制加算 (無・有） 
退院・退所時連携加算 (無・有） 
退居時情報提供加算 (無・有） 

看取り介護加算 (無・有） （Ⅰ） 
（Ⅱ） 

認知症専門ケア加算 (無・有） （Ⅰ） 
（Ⅱ） 

高齢者施設等感染対策向上加算 (無・有） （Ⅰ） 
（Ⅱ） 

新興感染症等施設療養費 (無・有） 

生産性向上推進体制加算 (無・有） （Ⅰ） 
（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 (無・有） 
（Ⅰ） 
（Ⅱ） 
（Ⅲ） 

介護職員等処遇改善加算 (無・有） 

（Ⅰ） 
（Ⅱ） 
（Ⅲ） 
（Ⅳ） 
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短期利用の設定（短

期利用特定施設入居

者生活介護の届出が

ある）※14 

 無 ・ 有     

※13 月額は、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、認知症専門ケア加算、サ

ービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算を含めて記入する。 

※14 短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合には添付書類の別添２を添付する。 

 

 

○添付書類：別添１「介護サービス等の一覧表」 

別添２「短期利用のサービス等の概要」（設定がある場合のみ） 
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サービス付き高齢者向け住宅管理規程（参考）

注）以下は「横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱 第 16 条」に規定する、横浜市で定めるサービ

ス付き高齢者向け住宅（以下「サ高住」という。）の管理規定です。サ高住の管理規程を策定する際の参考としてくださ

い。項目によっては分かりやすくする観点で例示を交えていますが、実際の策定においては、サ高住の入居契約書に対

応して詳細を独自に規定する必要があります。 

１ 目的 

この管理規程は、入居契約書を補うものとして、同○条に従って、「サービス付き高齢者向け住宅○

○○○」（以下「サ高住」といいます。）の管理、運営及び利用等に関する内容を定めるもので、サ高

住の良好な生活環境を確保して、入居者、同居者及び来訪者（以下、総称して「入居者」といい、以

下の項目に応じて対象者を使い分けます。）が快適で心身ともに充実、安定した生活を営むことの助け

となることを目的とします。 

２ 入居者の定員及び居室数 

本サ高住の定員及び居室数は以下の通りです。 

タイプ 居室数 平米数 定員 

Ａタイプ ○室 ○○㎡ ○名

Ｂタイプ ○室 ○○㎡ ○名

Ｃタイプ ○室 ○○㎡ ○名

Ｄタイプ ○室 ○○㎡ ○名

３ 組織の体制及び職員の配置状況 

本サ高住の組織体制及び職員の配置は以下の通りです。 

職種 人数 勤務形態 職務内容 

施設長 ○名

生活相談員 ○名 常駐（○時～○時常駐） 状況把握サービス、

生活相談サービス、

フロントサービスの提供

夜間スタッフ ○名

調理員 ○名

４ 賃料・共益費、サービス費、食費、介護費用等の利用料 

【部屋別賃料等】 

内訳 Ａタイプ Ｂタイプ Ｃタイプ Ｄタイプ 

賃料 月額○○○○円 月額○○○○円 月額○○○○円 月額○○○○円

共益費 月額○○○円 月額○○○円 月額○○○円 月額○○○円

敷金（○ヶ月分） ○○○○円 ○○○○円 ○○○○円 ○○○○円

別紙２
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 【状況把握・生活相談サービス料等】 

内 容 金 額（税込み） 

１ 状況把握サービス 

 

 

（サービス内容） 

 

 

２ 生活相談サービス 

 

 

（サービス内容） 

 

 

３ ○○○サービス 

 

 

 

 

 

 

 

月額 ○○○○円 

 

【食事等のその他サービス費】 

内 容 金 額（税込み） 

（例） 

食事提供サービス 

 

 

日額○○○円 

（朝食○○円、昼食○○円、夕食○○円） 
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５ 介護を行う場合の基準（※介護サービスを提供する住宅のみ作成） 

  介護等サービス（以下、介護予防サービスを含みます。）【入居契約書第○条関係】 

(1)ホームは、自立、要支援、要介護の入居者に対して、それぞれの心身の状況に応じて日常生活

において必要な介護等のサービスを提供します。その内容や費用は別途、重要事項説明書に添付

されている「介護サービス等の一覧表」に示します。 

(2)ホームは、要介護者等に対し、介護保険制度の「特定施設入居者生活介護等利用契約」を別途

締結した上で、介護保険サービスを提供します。 

   (3)ホームは、介護サービスの提供にあたって入居者の生命または身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行動の制限は行いません。ただし、緊急やむを得ず

身体拘束を行う場合は、入居契約書第○条の規定に従って、その態様及び時間、その際の入居者

の心身状況、緊急やむを得なかった理由を記録し、２年間保存します。ご家族等の要求がある場

合及び監督機関等の指示等がある場合には、これを開示します。 

 

６ 医療を要する場合の対応 

  医療機関での治療が必要な場合には、適切な処理が受けられるよう医療機関への連絡、紹介、受診

手続、通院介助等の協力を行います。 

 

７ 居室や共用設備等の利用に当たっての留意事項 

  本サ高住の居室及び共用設備等の利用に当たっての主な留意事項は以下の通りです。 

  

 

 

 

 

 

８ その他住宅の運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

※この様式は必要に応じて適宜変更することができます。 

 

(1)  

(2)                禁止事項等の記載 

(3)  

(1)  

(2)                重要事項の記載 

(3)  
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横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針 

制定 平成28年６月15日 建住政第439号（建築局長、健康福祉局長決裁） 

最新改定 令和６年９月12日 建住政第1576号（建築局長、健康福祉局長決裁） 

目次 

１ 用語の定義 

２ 基本的事項 

３ 立地条件 

４ サービス付き高齢者向け住宅の居住の権利形態 

５ 登録事業者 

６ 地域への配慮 

７ 規模の基準 

８ 構造及び設備の基準 

９ 加齢対応構造等の基準 

10 その他の共用部分・設備等の基準 

11 職員の配置、研修及び衛生管理等 

12 住宅の管理・運営 

13 サービス等 

14 家賃等の費用 

15 契約内容等 

16 入居者への説明 

17 登録後の報告等 

18 立入検査等への協力 

19 電磁的記録等 

20 その他 

附則 

この指導指針は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」

という。）第五条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の整備運営に関する指導の基準となる事項

を定めるものとする。 

１ 用語の定義 

この指導指針において使用する用語は、高齢者住まい法、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令

（平成 13 年政令第 250号）、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成 13 年国土交通省令第

115 号）（以下「高齢者住まい法施行規則」という。）及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の

安定確保に関する法律施行規則（平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号）（以下「共同高齢者住まい

法施行規則」という。）において使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。 

(1) 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅（以下「有料老人ホーム該当住宅」という。）

老人福祉法第二十九条第１項に規定する有料老人ホームに該当するもので、老人を入居させ、次のア

からエまでのいずれかのサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅 

ア 入浴、排せつ又は食事の介護

イ 食事の提供

ウ 洗濯、掃除等の家事の供与

エ 健康管理の供与
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２ 基本的事項 

サービス付き高齢者向け住宅の整備運営に当たっては、次の事項に留意すること。 

(1) サービス付き高齢者向け住宅経営の基本姿勢としては、入居者の福祉を重視するとともに、安定的か

つ継続的な事業運営を確保していくことが不可欠であり、特に、介護サービスを提供するサービス付き

高齢者向け住宅にあっては、より一層、入居者の個人としての尊厳を確保しつつ福祉の向上を図ること

が求められること。

(2) 高齢者住まい法に定める帳簿の作成及び保存、情報の開示、権利金等の受領禁止、並びに前払金の保

全措置及び返還に関する規定を遵守することや、入居者等へサービス内容等の情報を開示するなどによ

り住宅の運営について理解を得るように努めることで、入居者等の信頼を確保することが求められるこ

と。

(3) 高齢者住まい法、老人福祉法（昭和38年法律第133号）、介護保険法（平成９年法律第123号）、都

市計画法（昭和43年法律第100号）、建築基準法（昭和25年法律第201号）、消防法（昭和23年法律

第186号）、横浜市福祉のまちづくり条例（平成９年横浜市条例第19号）等の関係法令及びこの指導指

針を満たすだけでなく、より高い水準の住宅運営に向けて努力することが期待されること。

(4) 特定施設入居者生活介護事業者等の指定を受けた住宅にあっては、本指針に規定することのほか、

「横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例」(平成 24 年横浜市条例第

76 号)、「横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例」（平成 24 年横浜市条例第 78 号）、「横浜

市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営の基準等に関する条例」（平成 24年横浜市条例第

77号）を遵守すること。

(5) 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針（平成21年厚生労働省・国土交通省告示第１号）の

五の４「高齢者居宅生活支援サービスの提供」を参考に、特定の事業者によるサービスを利用させるよ

うな入居契約を締結することなどの方法により、入居者が希望する医療・介護サービスの利用を登録事

業者が妨げてはならないこと。

(6) 有料老人ホーム該当住宅については、本指針に規定することのほか、「横浜市有料老人ホーム設置運

営指導指針（平成24年４月１日）」が適用されること。

ただし、「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針」の４設置者、５立地条件、６建物の規模及び構 

造設備、７建物の規模及び構造設備に関する例外並びに 11 事業収支計画の規定は適用せず、本指針及

び高齢者住まい法第７条第１項に定める登録基準によること。また、「横浜市有料老人ホーム設置運営

指導指針」の９(14)エ行政への報告の規定は適用せず、本指針12(10)エ行政への報告によること。 

３ 立地条件 

入居者が健康で安全な生活を維持できるよう、交通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性及び医

療機関等との連携等を考慮して立地すること。特に、サービス付き高齢者向け住宅は、入居者である高齢

者が生活相談等のサービスを受けながら長期間にわたり生活する場であることから、住宅地から遠距離で

あったり、入居者が外出する際に不便が生じたりするような公共交通機関の利用しづらい地域に立地する

ことは好ましくないこと。  

具体的には住宅の位置について次の事項に留意するよう努めること。 

(1) 地域の需要に適合した住宅となるよう、当該地域における高齢者向け住宅の必要量を考慮し立地する

こと。

(2) 最寄りの鉄道駅から徒歩で概ね20分以内（バス交通等によりこれと同等の利便が確保されている圏内

を含む）であること。

(3) 住居系用途地域又は商業系用途地域内にあること。ただし、準工業地域内にあって、周辺の状況によ

り良好な居住環境が確保できる場合はこの限りでない。

(4) 徒歩で概ね20分以内に内科・整形外科等の医療施設があるか、又は入居者の定期的な診断等について

支障がないように配慮措置が講じられていること。

４ サービス付き高齢者向け住宅の居住の権利形態 

サービス付き高齢者向け住宅の居住の権利形態は、次のとおり分類する。 
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(1) 利用権方式

建物賃貸借契約、終身建物賃貸借契約及び定期建物賃貸借契約以外の契約の形態で、原則として居住

部分と状況把握及び生活相談サービスの契約が一体となっているもの。 

(2) 建物賃貸借方式

賃貸住宅における居住の契約形態であり、原則として居住部分と状況把握及び生活相談サービスの契

約が一体になっているもの。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は有効にならない。 

(3) 終身建物賃貸借方式

建物賃貸借契約の特別な類型で、市長から高齢者住まい法の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可

を受けたもの。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効。 

(4) 定期建物賃貸借方式

借地借家法第三十八条第１項の規定による建物賃貸借のこと。ただし、終身建物賃貸借契約に先立ち、

賃借人を仮に入居させるために、一年以内の期間を定めて締結するものに限る。 

５ 登録事業者 

登録事業者が法人の場合は、定款、寄附行為その他の当該法人の規約に、事業内容としてサービス付き

高齢者向け住宅事業を（有料老人ホーム該当住宅の場合は合わせて有料老人ホーム事業を）明記するよう

努めること。 

また、公益法人にあっては、サービス付き高齢者向け住宅事業を（有料老人ホーム該当住宅の場合は合

わせて有料老人ホーム事業を）行うにあたって主務官庁の承認を得ていること。 

６ 地域への配慮 

地域の特性や需要等に適合したサービス付き高齢者向け住宅となるよう、整備計画段階において十分な

調査を行うとともに、近隣住民に対する説明会を積極的に開催するなど、整備について地域の理解と協力

が得られるよう努めること。また、地域の町内会等への説明を十分行い、連携を図ること。 

  加えて、地区計画、景観法・景観条例に基づく届出・協議、街づくり協議地区制度等地域まちづくりの

方針等に適合すること 

７ 規模の基準 

高齢者住まい法第七条第１項第一号及び共同高齢者住まい法施行規則第八条に規定する規模の基準につ

いての取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 床面積の算定

床面積の算定は、壁芯方式によるものとする。

なお、パイプスペース等（給排水などの設備配管が各階を通る空間）及びこれに類する部分が必要最

低限度の小規模な場合には各居住部分の床面積に含めることができる。 

また、共用廊下側から利用するパイプスペース等については、各居住部分の床面積に含めないことと

する。 

(2) その他の居住の用に供する部分

「その他の居住の用に供する部分」とは、談話室など専ら入居者が居住のために、必要な時間に自由

に使用できる部分とする。ただし、ホール、廊下、階段、専ら職員の通行の用に供する通路等は含まな

い。 

(3) 十分な面積を有する場合

居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため「十分な面積を有

する場合」とは、原則として、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各居住部分（25 平方メ

ートル未満のものに限る。）の床面積と 25平方メートルの差の合計を上回る場合とする。なお、パイプ

スペース等及びこれに類する部分が必要最低限度の小規模な場合には食堂、台所等の共同利用部分の面

積に含めることができる。 
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８ 構造及び設備の基準 

共同高齢者住まい法施行規則第九条に規定する構造及び設備の基準のうち、共用部分に共同して利用す

るため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、「各居住部分に備える場合と同等以上の居住

環境が確保される場合」(以下「適切な規模等」という。)とは、入居者が各居住部分から台所、収納設備

又は浴室に円滑に移動できるものであり、台所、収納設備又は浴室の規模が適切なものとし、取扱いにつ

いてはそれぞれ次によること。 

(1) 入居者が各居住部分から台所、収納設備又は浴室に円滑に移動できるもの

入居者が台所、収納設備又は浴室を利用するに当たり、エレベーター等の利用により入居者の移動が

配慮されているとともに、各住戸部分からの距離についても配慮されているものであること。 

(2) 台所、収納設備又は浴室の規模が適切なもの

ア 共同利用する台所の適切な規模等の取扱い

(ｱ) コンロの数は、台所を共同利用する入居者がいる住戸２戸に対して、１口以上設けること。小数

点以下の端数についてはこれを切り上げる。

(ｲ) シンクの数は、コンロ３口に対して１つ以上設けること。小数点以下の端数についてはこれを切

り上げる。

(ｳ) (ｱ)の算定に当たり、台所を共同利用する入居者がいる住戸の数は、入居者の自立度等に応じて適

切に設定すること。ただし、最低基準として、台所を設けない住戸数の 25％以上とすること。小数

点以下の端数についてはこれを切り上げる。

イ 共同利用する収納設備の適切な規模等の取扱い

収納設備の収納部分の容量は、原則として１住戸当たり0.324立法メートル以上とすること。

ウ 共同利用する浴室の適切な規模等の取扱い

(ｱ) 共同利用する浴室（共同の個別浴室又は共同浴室）を設ける場合は、原則として、共同の個別浴

室（浴槽、洗い場、脱衣室等を個人で利用するもの）を１室以上設けること。ただし、個別浴室を

設けることが適当でない合理的な理由がある場合はこの限りではない。

(ｲ) 共同浴室（浴槽、洗い場、脱衣室等を共同で利用するもの）のカランは、自立して浴室を共同利

用する入居者 16人に対して１カラン以上を設け、利用が集中する時間帯においても支障がないよう

にすること。ただし、カランの数は、共同浴室１室に対し、原則として２カラン以上設けること。

小数点以下の端数についてはこれを切り上げる。

(ｳ) (ｱ)の個別浴室の数は、自立して浴室を共同利用する入居者８人に対して１室以上とし、利用が集

中する時間帯においても支障がないようにすること。小数点以下の端数についてはこれを切り上げ

る。

(ｴ) 入浴介助のサービス提供を受けて浴室を共同利用する入居者に対するカランの数及び浴室の数は、

原則として介助者のサービス提供時間及び人数に基づき算定すること。

エ その他

(ｱ) 共同利用する台所を設けることにより各住戸に台所を設けないこととする場合は、適切な食事提

供サービスを行うよう努めること。

(ｲ) 自立して浴室を共同利用する入居者及び入浴介助を受けて浴室を共同利用する入居者の人数につ

いては、入居者の状態等を踏まえ、適切に設定すること。

９ 加齢対応構造等の基準 

共同高齢者住まい法施行規則第十条に規定する加齢対応構造等の基準のうち、「既存の建物の改良(用途

の変更を伴うものを含む。)により整備されるサービス付き高齢者向け住宅に係る高齢者住まい法第五条第

１項の登録が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、高齢者住まい法第五十四条第一号ロ

に規定する基準をそのまま適用することが適当でないと認められる」場合（以下「改修等の場合」とい

う。）とは、高齢者住まい法第五十四条第一号ロに規定する基準をそのまま適用することができない合理

的な理由がある場合に限られるものであること。 

この場合、当該基準に適合しない構造及び設備について代替措置等を講じるよう努めること。 
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10 その他の共用部分・設備等の基準 

その他共用部分・設備等の基準についての取扱いは、次のとおりとする。 

(1) サービス付き高齢者向け住宅と併設施設の設備等

サービス付き高齢者向け住宅として必要となる浴室、食堂等の設備は、原則としてその他の併設施設

の設備とは別に設けること。また、原則として利用状況が違う用途ごとに対応した区画とし、動線は重

複しないこと。 

(2) 医薬品を管理するロッカーの設置

医薬品を管理する場合は鍵付ロッカーを備えること。なお、備える部屋はスタッフの常駐できるスペ

ース等独立した部屋が望ましい。 

(3) 汚物処理室の設置

状況に応じ汚物処理室を設置するよう努めること。

(4) エレベーターの設置

有料老人ホーム該当住宅の場合、原則として２階以上の場合はエレベーターを設置すること。また、

次の設備を備え、適切な介護サービス等が提供できるよう入居定員等に応じた台数を設置するよう努

めること。

ア 少なくとも１基はストレッチャーを収納できる構造とすること。

イ 操作盤は車椅子使用者に配慮した高さにするとともに、手すりを備えるなど、要介護者等が使用

するのに適したものとすること。

有料老人ホーム該当住宅以外においても原則として２階以上の場合はエレベーターを設置するよう努

め、そのうち少なくとも１基はストレッチャーを収納できる構造とするよう努めること。 

なお、エレベーターを設置する場合は、住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一

の経路上に存するエレベーター及びエレベーターホールについて、高齢者住まい法施行規則第三十四条

第１項第九号の国土交通大臣の定める基準（以下「新築型基準」という。）２(3)イからハに掲げる基準

に適合すること。ただし、改修等の場合は、この限りではない。 

(5) 機械浴槽

状況に応じて機械浴槽を設けるよう努めること。

(6) 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分及び共用廊下

共同高齢者住まい法施行規則第八条に規定された高齢者が共同して利用するために設ける部分につい

ての取扱いは、次のとおりとする。ただし、改修等の場合は、ア及びイの規定に関わらず、アに隣接し

て高齢者の利用を想定するバルコニーについて、共同高齢者住まい法施行規則第十条第五号の国土交通

大臣及び厚生労働大臣の定める基準（以下「改修型基準」という。）１(3)ロのバルコニーに係る手すり

の設置の基準及びハに掲げる基準に適合すること。 

ア 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分（１階に存するものを除く。）及び直接外部に開

放されていない共用廊下（１階に存するものを除く。）

新築型基準１(4)ロの２階以上の窓に係る手すりの設置の基準及びハに掲げる基準に適合すること。 

イ アに隣接して高齢者の利用を想定するバルコニー

新築型基準１(1)イ⑥並びに１(4)ロのバルコニーに係る手すりの設置の基準及びハに掲げる基準に

適合すること。 

(7) 主たる共用の階段

共用廊下から直接外部に開放されている主たる共用の階段に至る出入口の段差について、次に掲げる

基準のいずれかに適合すること。ただし、改修等の場合は、この限りではない。 

ア 主たる共用の階段と踏み段（奥行きが300 ㎜以上で幅が600 ㎜以上であり、当該踏み段とバルコニ

ーの端との距離が1,200 ㎜以上であり、かつ、１段であるものに限る。以下同じ。）との段差及び踏

み段と出入口との段差で180 ㎜以下の単純段差とすること

イ 180 ㎜（踏み段を設ける場合にあっては、360 ㎜）以下の単純段差とすること

ウ 250 ㎜以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置できること

エ 共用廊下側及び主たる共用の階段側の高さが 180 ㎜以下のまたぎ段差（踏み段を設ける場合にあっ

ては、共用廊下側の高さが180㎜以下で主たる共用の階段側の高さが360 ㎜以下のまたぎ段差）とし、
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かつ、手すりを設置できること 

(8) 特定寝室の面積

新築型基準１(6)ロに規定された特定寝室の面積についての取扱いは、次のとおりとする。

ア 有効幅員が 1,600mm 未満の部分について、通路に該当しない場合は特定寝室の面積に算入し、通路

に該当する場合は特定寝室の面積に算入しない。

イ 複数の居室間の出入口の有効幅員が 1,600mm 以上の場合、当該居室を特定寝室の面積に算入するこ

とができる。

(9) 共同利用設備

高齢者が共同して利用するために共用部分に設ける便所、浴室及び脱衣所（以下「共同利用設備」と

いう。）についての取扱いは、次のとおりとする。 

ア 高齢者住まい法施行規則第三十四条第１項第二号、第三号、第四号、第七号及び新築型基準１(4)イ、

(6)イに掲げる基準に適合すること。ただし、共同利用設備のうち浴室に機械浴槽を設ける場合、当該

浴室及び脱衣所に係る高齢者住まい法施行規則第三十四条第１項第七号及び新築型基準１(4)イの規定

については、この限りではない。

イ アの規定に関わらず、改修等の場合は、共同高齢者住まい法施行規則第十条第１項第四号及び改修

型基準１(3)イに掲げる基準に適合すること。ただし、共同利用設備のうち浴室に機械浴槽を設ける場

合、当該浴室及び脱衣所については、この限りではない。

(10) 主たる建物出入口

主たる建物出入口について、段差のない構造（５㎜以下の段差が生じるものを含む。）とすること。

ただし、くつずりと建物出入口外側の高低差を 20㎜以下とし、かつ、くつずりと建物出入口内側の高低

差を５㎜以下とする場合及び改修等の場合は、この限りではない。 

(11) 緊急通報装置の設置

有料老人ホーム該当住宅は、居室、浴室（脱衣室含む）、便所等にナースコール等の通報装置を備え

ること。また、館内放送設備等の非常通報できる設備を設けることが望ましい。 

11 職員の配置、研修及び衛生管理等 

(1) 職員の配置

ア 次の職員を配置すること。

(ｱ) 管理者

(ｲ) 生活相談員（共同高齢者住まい法施行規則第十一条第一号の規定に基づく状況把握サービス及び

生活相談サービスを提供する職員）

イ 上記のほか、提供するサービスの内容に応じて職員を適切に配置すること。

(2) 職員の研修

職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施すること。特に、生活相談を行う職

員については、高齢者の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、作業手順等について研修を

行うこと。 

(3) 職員の衛生管理

職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時及び採用後

において定期的に健康診断を行うとともに、就業中の衛生管理について十分な点検を行うこと。 

(4) 職員の秘密保持

サービス付き高齢者向け住宅の職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入

居者又はその家族等の秘密を漏らすことがないよう、登録事業者は必要な措置を講じなければならない。 

なお、登録事業者にあっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び同法に基

づく「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成 29 年４月 14

日・個人情報保護委員会・厚生労働省）」等に基づき、個人情報の適正な取扱いに留意すること。 

(5) 職員への提供サービス等の周知徹底

登録事業者は、職員に対して、提供するサービスの内容を十分に周知徹底すること。
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12 住宅の管理・運営 

(1) 管理規程等の制定

次に掲げる住宅の管理に関する事項について、管理規程を定め、入居者に対して配布すること。

ただし、以下の内容を含み、入居者に対する説明事項を適切に提示している資料であれば、その呼称

にかかわらず、管理規程として扱って差し支えない。 

なお、高齢者住まい法第九条第 1 項に基づき登録事項を変更した場合は、入居者に対して書面交付に

より変更内容の説明をすること。また、管理規程を変更する場合の手続を管理規程等の中で定めること。 

ア 住宅の運営の方針

イ 入居者の定員及び居室数

ウ 組織の体制及び職員の配置状況

エ 居室や共用設備等の利用に当たっての留意事項

オ 共益費等の利用料の詳細

カ サービスの内容及びその費用負担の詳細

キ 医療を要する場合の対応

ク 入居者及びその家族等からの苦情に対する対応

ケ 緊急時、非常災害時の対応

コ その他住宅の運営に関する重要事項等

(2) 書類等の整備

次の関係書類を整備し、保存すること。

ア 高齢者住まい法第十九条に規定する帳簿

イ 入居者及びその身元引受人等の氏名及び連絡先を明らかにした名簿

ウ 職員に関する書類

履歴書、雇用契約書、職員勤務表、出勤簿

エ 入居者契約関係書類

オ 入居者の入居時における心身の状況等の記録

カ 居室の変更に関わる同意書（利用権方式の場合）

キ 入居者の金銭等の管理に関する記録

ク 協力医療機関との契約書

ケ 前払金の保全措置を講じたことを証する書類

コ 消防計画に関する書類及び防災訓練実施記録など、他法令に関する書類

サ 職員研修計画及び実施記録

(3) 書類の保存

登録事業者は、書類を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後二年間保存しなければな

らない。但し、他法令に定めのある書類についてはその規定に従うものとする。 

(4) 緊急時の対応

非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それら

を定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 

(5) 医療機関等との連携

ア 入居者の病状の急変等に備えるため、近距離（移送に要する時間がおおむね 20分以内）で、かつ内

科・整形外科・精神科等の診療科目を標榜している医療機関と協力し、その協力内容を取り決めてお

くこと。

イ 歯科医療機関と協力し、その協力内容を取り決めておくよう努めること。なお、当該協力歯科医療

機関は近距離にあることが望ましい。

ウ 当該協力医療機関（協力歯科医療機関を含む。以下同じ）との協力内容（健康相談・健康診断及び

受診・治療等の協力、入院加療が必要となった場合の協力、夜間等における病状急変時等の協力）及

び診療科目等について入居者に周知しておくこと。

エ 入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協力医療機関による医師の訪問や、嘱託医

の確保などの支援を行うよう努めること。

オ 入居者が医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関は、あくまでも、入居者の

31



選択肢として登録事業者が提示するものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのもの

ではない。 

カ 医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領することその他の健康保険事業の

健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を受領することにより、入居者が当該医療機関におい

て診療を受けるように誘引してはならないこと。

(6) 介護サービス事業所との関係

ア 近隣に設置されている介護サービス事業所について、登録事業者及び当該登録事業者と関係のある

事業者以外の事業者も含め入居者に情報提供すること。

イ 入居者の介護サービスの利用にあっては、登録事業者及び当該登録事業者と関係のある事業者など

特定の事業者からのサービス提供を限定又は誘導しないこと。

ウ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。

(7) 共用部分の衛生管理

共用部分において、感染症や食中毒が発生又はまん延しないよう、マニュアルを整備するなどの衛生

管理に努めること。 

(8) 苦情対応

ア 入居者及びその家族等からの苦情に対し迅速かつ誠実に対応し円滑な解決を図るため、相談しやす

い環境の整った苦情相談窓口を設置し責任者を明確化するとともに、苦情解決の体制を整備すること。

イ 入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、登録事業者において苦情対応体制を整備する

とともに、外部の苦情対応機関について入居者に周知すること。

ウ 入居者及びその家族等から苦情を受け付けた場合には、迅速かつ誠実に対応し的確に苦情を解決す

るとともに、高齢者住まい法第十九条に基づき当該苦情の内容及び対応の状況等について、記録して

保存すること。

また、苦情申出を行った入居者及びその家族等に対して、対応その他において差別的取扱いを一切

しないこと。 

エ 入居者及びその家族等から相談を受けた苦情相談機関が当該経過状況の聴取等を求めた場合には、

誠実に回答すること。

(9) 運営指導

サービス付き高齢者向け住宅に対する指導業務を所掌している横浜市の窓口の電話番号を登録事項等

についての説明書等に記載するとともに施設内の見やすい場所に表示し、入居者及びその家族等に周知

すること。 

(10) 事故への対応

ア 事故の防止に向けた対応

(ｱ) 事故が発生した場合の対応及び事故発生時の家族等への報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること。

(ｲ) 事故発生の防止のための職員に対する研修を定期的に行うこと。

イ 事故発生時の対応

(ｱ) 災害、負傷及び集団感染等の事故が発生した場合には、消防署、保健所等と連携しながら直ちに必

要な措置を講じること。

(ｲ) 高齢者住まい法第十九条に基づき、事故の内容や措置状況等について記録するとともに、入居者の

家族等に遅滞なく連絡すること。

(ｳ) 入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、入居者に対しての損害賠

償を速やかに行うこと。

ウ 再発防止に向けた対応

事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その

原因の多角的分析を通した改善策について職員に周知徹底する体制を整備すること。 

エ 行政への報告

提供するサービス等において、次の事故等が発生した場合には、横浜市健康福祉局高齢健康福祉部

高齢施設課に直ちに報告すること。 
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(ｱ) 職員の不適切なサービス提供により発生した事故（死亡又は医療機関での受診を要することとなっ

た場合）

(ｲ) 食中毒及び感染症の発生

(ｳ) 火災事故

(ｴ) 地震等の自然災害による住宅の滅失・損傷

(ｵ) 登録事業者及び職員等の法令違反並びに不祥事

(ｶ) その他サービス付き高齢者向け住宅の運営に関わる重大な事故

なお、報告後も事故が継続している場合には、適宜報告を行うこと。

報告にあたっては、別に定める「サービス付き高齢者向け住宅における事故発生時の報告取扱い要

領」をふまえて報告すること。 

特定施設入居者生活介護事業者等の指定を受けた住宅にあっては、「介護保険事業者における事故

発生時の報告取扱い要領」をふまえて報告すること。 

(11) 運営懇談会の設置等

有料老人ホーム該当住宅については、「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針（平成 24 年４月１

日）」により、運営懇談会を設置等すること。 

(12) 住宅管理に関する入居者等への説明等

ア 提供するサービスの内容や料金の変更等を行う場合、又はサービス付き高齢者向け住宅の運営及び

入居者の生活に重大な影響が生じる恐れがある場合は、あらかじめ入居者等に説明し、その結果を記

録に残すこと。なお、その場合には入居者の同意を得ることが望ましい。

イ サービスの提供その他住宅管理に関し、入居者等からの意見・要望を聴取する機会を設けるとと

もに、その対応結果を入居者等に説明し、記録に残すこと。

(13) 業務の委託

サービス付き高齢者向け住宅の業務の全部又は一部を、委託により他の事業者に行わせる場合にあっ

ては、住宅の警備業務など入居者の処遇と直接関わらない業務を除いて、委託先及び委託内容等を登録

事項等についての説明書に記載し、入居契約書には委託する旨を記載すること。また、高齢者住まい法

第十九条に基づき当該委託事業者の業務の実施状況について定期的に確認するとともに、その内容を記

録し保存すること。 

(14) 休止及び廃止等

サービス付き高齢者向け住宅の運営に支障が生じる恐れがある場合には、入居者等に状況及び今後の

運営計画について十分説明すること。 

また、サービス付き高齢者向け住宅をやむを得ず休止若しくは廃止する場合には、十分な時間と機会

を設けて入居者等に説明するとともに、入居者との契約内容の誠実な履行等に努めること。 

(15) 感染症又は食中毒の発生又はまん延の防止

日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、職員の健康管理を徹底し、職員

や来訪者の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、職員及び利用者

に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。また、職員を対象として衛生管理

に関する研修を定期的に行うこと。 

13 サービス等 

登録事業者は入居者に対して、契約内容に基づき、サービス等を自ら提供する場合にあっては、それぞ

れ、その心身の状況に応じ、特に以下の点に留意して適切なサービスを提供すること。 

また、サービスマニュアル等を策定することにより、サービスの内容を標準化・明確化し、これに基づ

いて適切なサービスを実施するよう努めること。 

(1) 状況把握及び生活相談サービス

高齢者住まい法第七条第１項第五号に基づき、以下の基準によること。

ア 医療法人、社会福祉法人、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予

防支援事業者のいずれかが、当該サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者となる場合及び委託を受

けてサービスを提供する場合にあっては、当該サービスに従事する者が、原則として夜間を除き、当
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該住宅の敷地又は当該敷地に隣接若しくは近接する土地に存する建物（当該住宅の敷地から歩行距離

で概ね500メートル以内）に常駐すること。 

イ ア以外の場合は、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、法令に定

める養成研修修了者のいずれかが、原則として夜間を除き、当該住宅の敷地又は当該敷地に隣接若し

くは近接する土地に存する建物（当該住宅の敷地から歩行距離で概ね 500 メートル以内）に常駐する

こと。

ウ 日中はア及びイに掲げる者のいずれか（以下「有資格者等」という。）が 365 日常駐すること。ま

た、常駐する時間帯は概ね９時から 17時とし、少なくとも１名が常駐すること。ただし、当該住宅に

併設された介護サービス事業所等の職員を、当該事業所等の人員配置基準に定められた時間帯以外の

時間帯に当該住宅に常駐させることも可能とする。

エ 状況把握のサービスの提供に際しては、毎日１回以上、有資格者等が以下に示す適切な方法のいず

れかにより、能動的に入居者の状況を把握すること。

(ｱ) 居住部分への訪問

(ｲ) 電話

(ｳ) 居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認

(ｴ) 食事サービス等の提供時における確認

オ エにかかわらず、有資格者等が当該住宅の敷地に近接する土地に存する建物（当該住宅から歩行距

離で概ね 500 メートル以内）に常駐する場合において、入居者から居住部分への訪問を希望する申出

があったときは、訪問に限られる。

カ オの申出は、入居契約締結の前後を問わないが、入居契約締結の前に入居しようとする者に対し十

分説明の上、申出の有無の確認を行うこと。

キ 夜間にあっては、共同高齢者住まい法施行規則第十一条第四号に基づき、入居者の心身の状況に関

し必要に応じて通報装置を設置することによる対応が可能だが、入居者の心身の状況に応じて、有資

格者等が常駐する体制を確保することが望ましい。

ク プライバシーの確保について十分考慮することとし、どのような場合に状況把握のために訪問する

かについて、入居者の同意を得ておくとともに、必要に応じて適切なサービスにつなぐことができる

よう、地域の保健医療サービス及び医療サービスの提供主体と連携体制を構築するよう努めること。

ケ 常に入居者の心身の状況や置かれている環境等の把握に努め、入居者及びその家族等に対して、各

種の相談に応じるとともに、適切な助言その他援助を行うこと。

コ 以下の基準をすべて満たす場合に限り、共同高齢者住まい法施行規則第十一条第五号に基づき、有

資格者等が当該住宅の敷地又は当該敷地に隣接若しくは近接する土地に存する建物（当該住宅の敷地

から歩行距離で概ね500メートル以内）に常駐しないことを可能とする。

(ｱ) 入居者の健康状態、要介護状態等その他の事情を踏まえて入居者の処遇に支障がないこと。要介

護・要支援状態の入居者がいる場合や、入居者の健康状態が悪化しており、体調に急変が生じる恐

れがある場合及び入居者が新型コロナウイルス感染症に罹患している場合は、入居者の処遇に支障

がないと判断することはできない。

(ｲ) 有資格者等が常駐しないことについて、入居者に対して丁寧に説明をしたうえで、あらかじめ、

すべての入居者の承諾を得ること。承諾の方法は、入居契約の契約条項への規定や、承諾書を作成

する等の明確な方法によること。

(ｳ) 有資格者等が常駐しないこととした場合も、入居者の状態を踏まえて入居者の処遇に支障がある

場合には、有資格者等が当該住宅の敷地又は当該敷地に隣接若しくは近接する土地に存する建物

（当該住宅の敷地から歩行距離で概ね500メートル以内）に常駐できる体制を構築していること。

(ｴ) 状況把握のサービスの提供に際しては、毎日１回以上、有資格者等がエに示す適切な方法のいず

れかにより、能動的に入居者の状況を把握すること。ただし、入居者から居住部分への訪問を希望

する申出があったときは、訪問に限られる。申出は、入居契約締結の前後を問わないが、入居契約

締結の前に入居しようとする者に対し十分説明の上、申出の有無の確認を行うこと。

(ｵ) 各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報装置を設置すること。

(ｶ) 夜間を除き、有資格者等が、生活相談サービスを電話、テレビ電話装置等の情報通信機器による
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対応等、入居者が能動的に有資格者等に相談できる方法により提供すること。 

(ｷ) 生活相談サービスを情報通信機器により提供する場合は、あらかじめ入居者に利用方法を十分に

説明し、当該住宅内に利用方法や電話番号等を掲示しておく等、入居者が円滑に生活相談サービス

を利用できるようにすること。

(ｸ) 生活相談サービスの提供に当たっては、有資格者等が常駐しないことを踏まえ、入居者に健康状

態を確認するなど、入居者の心身の状況を必ず把握すること。

(ｹ) ク、ケの基準を満たすこと

(2) 留意事項

ア 家族・身元引受人への連絡等

入居者の生活において必要な場合には、家族・身元引受人等への連絡等所要の措置をとるとともに、

入居者本人の意向に応じ、関連諸制度、諸施策の活用についても迅速かつ適切な措置をとること。要

介護者等については、入居者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族・身元引受人等

へ定期的に報告すること。 

イ 成年後見制度の周知

入居者及びその家族に対して、成年後見制度並びに市町村又は社会福祉協議会等が行っている高齢

者の財産保全に関する支援措置等の周知に努めること。 

(3) その他のサービス

ア 機能訓練

要介護者等の生活の自立の支援を図る観点から、その身体的、精神的条件に応じた機能訓練等

を実施することが望ましい。 

イ レクリエーション

入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクリエーションを実施することが望ましい。

ウ 金銭管理等

(ｱ) 入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則とすること。ただし、入居者本人が

特に登録事業者に依頼した場合、又は入居者本人が認知症等により十分な判断能力を有せず金銭等

の適切な管理が行えないと認められる場合であって、身元引受人等の承諾を得たときには、登録事

業者において入居者の金銭等を管理することもやむを得ないこと。

(ｲ) 登録事業者が入居者の金銭等を管理する場合にあっては、依頼又は承諾を書面で確認するととも

に、金銭等の具体的な管理方法、入居者本人又は身元引受人等への定期的報告等を管理規程等で定

めること。

なお、登録事業者が入居者の買物等の立替払い後に当該額を精算請求する場合も、管理規程等で

定めること。 

(4) 高齢者虐待の防止

登録事業者は、サービス付き高齢者向け住宅の職員が高齢者虐待の防止の重要性に関する理解を深め

るよう努めること。 

(5) 他のサービスとの兼務の場合の区分

当該住宅の職員が、介護サービスその他の業務を兼ねる場合にあっては、各職員について、それぞれ

が従事する業務の種別に応じた勤務状況を明確にする観点から、適切に勤務表の作成及び管理を行うこ

と。 

14 家賃等の費用 

(1) 利用料等の種類

家賃等の費用については、登録事業者が次に掲げる費用を受領する場合、家賃、状況把握サービス及

び生活相談サービスその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価、共益費等の区分を明確にするととも

に、取扱いについてはそれぞれ次によること。 

なお、高齢者住まい法第七条第１項第六号ハのとおり、家賃、敷金並びに状況把握サービス及び生活

相談サービスの料金等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権

利金その他の金品を受領してはならない。 
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ア 家賃（賃貸借契約以外の契約で受領する利用料のうち、部屋代に係る部分を含む。）

近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと。

また、独自の賃料算定基準を設けている登録事業者にあってはその算定根拠を明らかにし、登録事

項等についての説明書等に明記することで入居者に対して入居時に説明すること。 

加えて独自の賃料算定基準について、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」に記載す

ること。 

イ 敷金

敷金を受領する場合には、その額は６か月分を超えないこととし、退去時に居室の原状回復費用を

除き全額返還すること。ただし、賃料及び共益費の滞納等入居者の債務の不履行が存在する場合には

当該債務の額を敷金から差し引くことができる。なお、原状回復の費用負担については、「原状回復

をめぐるトラブルとガイドライン（再改訂版）」（平成 23年８月国土交通省住宅局）を参考にするこ

と。 

ウ 状況把握サービス及び生活相談サービスその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価

登録事業者がサービスを提供した都度、個々にその費用を受領する場合については、提供するサ

ービスの内容に応じて人件費、材料費等を勘案した適切な額とすること。 

(2) 前払い方式による利用料等の支払

終身にわたって受領すべき家賃又はサービス費用の全部又は一部を前払金として一括して受領する場

合（前払い方式）にあっては、次に掲げる基準によること。 

ア 前払金を受領する場合は、高齢者住まい法第七条第１項第六号ハ、ニに基づき、入居契約に際して

前払金の算定根拠を十分に説明すること。また、入居者の入居後、３ヶ月が経過する間に契約が解除

され、又は入居者の死亡により終了したとき、若しくは、想定居住期間内に契約が解除され、又は入

居者の死亡により終了した場合に返還される当該前払金額の算定根拠については、高齢者住まい法第

七条第１項第六号ニのとおり、契約書等に明示し、入居契約に際して十分に説明すること。

イ 前払金の算定根拠については、高齢者住まい法第七条第１項第六号ニ、ホに基づき想定居住期間を設

定した上で、次のいずれかにより算定することを基本とすること。

(ｱ) 期間の定めがある契約の場合

（１ヶ月分の家賃又はサービス費用）×（契約期間（月数））

(ｲ) 終身にわたる契約の場合

（１ヶ月分の家賃又はサービス費用）×（想定居住期間（月数））＋（想定居住期間を超えて契約が

継続する場合に備えて受領する額） 

ウ サービス費用の前払金の額の算出については、想定居住期間、開設後の経過年数に応じた要介護発

生率、介護必要期間、職員配置及び人件費の変動等を勘案した合理的な積算方法によるものとし、併

せて介護費用として充当する額を明確にすること。

エ 多額の前払金を払えば毎月の支払いは一切なく生涯生活を保障するという終身保証契約は、その後

において入居者の心身の状況や物価、生活費等の経済情勢が著しく変化することがあり得るので、好

ましくないこと。

オ 想定居住期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合は、契

約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した金額を

返還する旨の契約を締結しなければならない。

  ただし、入居者の入居後、３ヶ月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により

終了した場合は、高齢者住まい法第七条第１項第六号ニ、ホに基づき、月額を30で除した額に、入居

の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法によ

り算出した金額を、前払金の額から控除した額に相当する金額を返還しなければならない。 

カ オにより返還すべき事由が生じたときは、３ヶ月以内程度の適切な返還期限を定め、前払金の返還

を確実に行うこと。

キ 高齢者住まい法に規定する前払金の返還額に係る保全措置を講じなければならない。

(3) その他
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ア 登録事業者は、事務手数料等を入居時初期費用と称して受領することはできない。

イ 登録事業者は、入居契約前に入居契約を前提として申込金を受領することができる。ただし、申込

金は入居契約締結に伴う前払金又は月額家賃等に充当されるもののみとする。したがって、入居契約

に至らなかった場合は全額返還すること。このことについて、入居希望者に的確に説明するとともに、

書面により明確に提示すること。

15 契約内容等 

(1) 入居契約締結に関する手続き等

ア 入居契約に際して、契約手続き、家賃等の支払い方法などについて事前に十分説明すること。

また、特定施設入居者生活介護事業者等の指定を受けた住宅にあっては、入居者が特定施設入居者

生活介護等を利用する場合には、指定基準に基づき入居契約と併せて特定施設入居者生活介護等の提

供に関する契約を別途締結することになるが、入居契約時に当該契約を締結しない場合であっても、

入居契約時に当該契約の内容について十分説明すること。 

イ 入居開始可能日前の契約解除の場合については、既受領金の全額を返還すること。

(2) 契約内容

ア 入居者の居住の安定確保に配慮し、賃貸借契約の場合、原則普通建物賃貸借契約又は終身建物賃貸

借契約によること。ただし、高齢者住まい法第五十四条第１項第二号ただし書きに定める終身建物賃

貸借契約において、賃借人を仮に入居させるために終身建物賃貸借契約に先立ち、定期建物賃貸借契

約を締結する場合は、この限りでない。

イ 入居契約書においては、次に掲げる事項等を明示すること。

(ｱ) サービス付き高齢者向け住宅の居住の権利形態

(ｲ) 利用料等の費用負担の額、支払い方法及び改定ルール並びにこれによって提供されるサービス等

の内容

(ｳ) 業務の全部又は一部を委託する場合の委託先及び委託内容（住宅の警備業務など入居者の処遇と

直接関わらない業務を除く）

(ｴ) 前払金の返還金の有無、返還金の算定方式及びその支払時期並びに前払金の保全措置の内容

(ｵ) 入居開始可能日

(ｶ) 契約解除の要件及びその場合の手続

(ｷ) 入居者が現在の居室から他の居室若しくは提携サービス付き高齢者向け住宅に住み替える場合の

手続

(ｸ) 入居者及びその家族等からのサービス提供に係る苦情に対する対応

なお、居住に係る契約と状況把握サービス及び生活相談サービスの提供に係る契約は一体の契約

として締結することが望ましく、その際、敷金、家賃とサービスの対価をそれぞれ分けて明確に記

載すること。ただし、高齢者住まい法第六条第１項第十号に規定する高齢者生活支援サービスの提

供に係る契約を別契約とする場合(ｲ)、(ｳ)、(ｶ)についてはそれぞれの契約書に明示すること。 

ウ 入居者の費用負担についてはその料金について契約書等に明記すること。その際、最低限「賃料」

「共益費」「状況把握サービス及び生活相談サービス（基本サービス）」「その他サービス」に分け

て明記すること。また、その他のサービスの提供に係る契約については、可能な限り各サービスの対

価をそれぞれ分けて明確に記載すること。

エ 利用料等の改定ルールを入居契約書（高齢者住まい法第六条第１項第十号に規定する契約を別契約

とする場合は、それぞれの契約書）において明らかにしておくとともに利用料等の改定に当たっては、

その根拠を入居者に対して明確にすること。

オ 契約書に定める登録事業者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害する場合に限るなど入居者の

権利を不当に狭めるものとなっていないこと。また、入居者、登録事業者双方の契約解除条項を契約

書上定めておくこと。

(ｱ) 登録事業者の契約解除の手続は、原則として次によること。

a 契約解除の通告にあたり、３に定める居住の権利形態が利用権方式の場合は 90 日程度、それ以

外の場合は相当期間の予告期間をおくこと。 
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b 契約解除通告の予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には、

入居者や身元引受人等と協議し、移転先の確保に協力すること。 

(ｲ) 入居者からの契約解除の条件に予告期間を設ける場合は、長くとも30日程度とすること。

(ｳ) 前払金を受領する場合においては、高齢者住まい法第七条第１項第六号ホの規定に従い、入居日

から３ヶ月を経過するまでの間に入居契約が解除され又は死亡により入居契約が終了したときには、

13(2)カに定める額を返還すること。なお、契約解除の申し出から実際の契約解除までの期間として

予告期間等を設定することにより、上記の入居日から３ヶ月を経過するまでの期間を事実上短縮す

ることによって、入居者の利益を不当に害してはならないこと。

カ 要介護状態になった入居者を一時介護室において処遇する場合には、医師の意見を聴いて行うもの

とし、その際本人の意思を確認するとともに、身元引受人等の意見を聴くことを入居契約書又は管理

規程上明らかにしておくこと。

キ 一定の要介護状態になった入居者が、一般居室から介護居室若しくは提携ホームに住み替える契約

の場合、入居者が一定の要介護状態になったことを理由として契約を解除する契約の場合、又は、介

護居室の入居者の心身の状況に著しい変化があり介護居室を変更する契約の場合にあっては、次の手

続きを含む一連の手続きを入居契約書又は管理規程上明らかにしておくこと。また、一般居室から介

護居室若しくは提携ホームに住み替える場合の家賃相当額の差額が発生した場合の取扱いについても

考慮すること。

(ｱ) 医師の意見を聴くこと。

(ｲ) 本人または身元引受人等の同意を得ること。

(ｳ) 一定の観察期間を設けること。

ク 消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）第二章第二節（消費者契約の条項の無効）の規定により、

事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項及び消費者の

利益を一方的に害する条項については無効となる場合があることから、入居契約書の作成においては、

十分に留意すること。また、入居契約書に登録事業者に有利な裁判管轄条項等を設けないこと。

(3) 登録事項等についての説明書

高齢者住まい法第十七条及び老人福祉法第二十九条第5項の規定に基づく情報の開示において、共同高

齢者住まい法施行規則第二十条及び老人福祉法施行規則第二十条の 5 第十四号に規定する入居契約に関す

る重要な事項の説明については、次の各号に掲げる基準によること。 

ア 入居契約に関する重要な事項を説明するため、次の書類を作成するとともに、契約締結前に入居希

望者及び身元引受人等にこれを交付することにより、誤解を与えることがないよう必要な事項を実態

に即して正確に説明すること。

  また、契約の締結については、身元引受人又は第三者等の立ち会いのもとに行うよう努めること。 

(ｱ)登録事項等についての説明書 

(ｲ)サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表 

(ｳ)別に定める、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書（「登

録事項等についての説明」の補足）（別紙）（有料老人ホーム該当住宅の場合のみ） 

イ 登録事項等についての説明書は、入居相談があったときに交付するほか、求めに応じ交付すること。

ウ 入居希望者が、次に掲げる事項その他の契約内容を十分理解した上で契約を締結できるよう、契約

締結前に十分な時間的余裕を持って登録事項等についての説明書及び実際の入居契約の対象となる居

室に係る個別の入居契約書について十分な説明を行うこととし、その際には説明を行った者及び説明

を受けた者の署名を行うこと。

また、署名した登録事項等についての説明書は、登録事業者もその写しを保管すること。 

(ｱ) 登録事業者の概要

(ｲ) 居住の権利形態

(ｳ) サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者又は当該登録事業者に関係する事業者が、当該サービ

ス付き高齢者向け住宅の入居者に提供することが可能な指定居宅サービスの種類

(ｴ) 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨

(4) 入居募集等
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募集広告等の内容及び表示については、高齢者住まい法第十五条及び第二十条の規定のほか、不当景 

品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第 134号）を遵守すること。 

 その他、平成23年10月７日付け厚生労働省・国土交通省告示第５号「国土交通省・厚生労働省関係 

高齢者住まい法施行規則第二十二条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方 

法」を遵守すること。 

16 入居者への説明 

  サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認・生活相談サービス以外の生活支援サービスの提供等は個々

の住宅により大きく異なるため、入居希望者が誤解することが無いよう、具体的に理解できる十分な説明

を尽くすよう努めること。 

17 登録後の報告等 

(1) 定期報告

高齢者住まい法第二十四条の規定により、別に定める「サービス付き高齢者向け住宅定期報告実施要

領」に基づき横浜市に報告すること。 

(2) 有料老人ホーム情報の報告

有料老人ホーム該当住宅にあっては、老人福祉法第二十九条第９項の規定に基づく横浜市への報告を、

登録事項等についての説明書及び添付資料（「サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一

覧表」及び別に定める「サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書

（「登録事項等についての説明」の補足）」（別紙））の提出をもって、年一回行うこと。 

18 立入検査等への協力 

高齢者住まい法第二十四条及び老人福祉法第二十九条に基づき、横浜市が当該住宅の設備及び運営等に

ついて検査等を行うときは、登録住宅への立入り、関係書類等の検査、関係者への質問等検査の実施に協

力をすること。 

19 電磁的記録等 

(1) 作成、保存その他これらに類するもののうち、この指導指針の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（(2)に

規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁器的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

(2) 交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この指導指

針の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手

方（入居者等）の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁器的方法その他人の知覚に

よっては認識することができない方法をいう。）によることができる。

20 その他 

  この指導指針の細目については、別に定める「横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施

要綱」に定めるところとする。 

附 則 

１ この指導指針は、平成28年６月15日から施行する。 

２ この指導指針施行の日に、既に登録されているサービス付き高齢者向け住宅並びに既に登録申請等の手

続を行っているサービス付き高齢者向け住宅については、建物の規模及び構造・設備を除き、この指導指

針に適合するよう継続的に指導するとともに、建物の規模及び構造・設備に関しても、契約の更新時や建

物の改築・修繕時等において、できる限りこの指導指針に適合するよう指導するものとする。 
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 附 則 

１ この指導指針は、平成31年４月１日から施行する。 

２ この指導指針施行の日に、既に登録されているサービス付き高齢者向け住宅並びに既に登録申請等の手

続を行っているサービス付き高齢者向け住宅については、建物の規模及び構造・設備を除き、この指導指

針に適合するよう継続的に指導するとともに、建物の規模及び構造・設備に関しても、契約の更新時や建

物の改築・修繕時等において、できる限りこの指導指針に適合するよう指導するものとする。 

附 則 

１ この指導指針は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この指導指針施行の日に、既に登録されているサービス付き高齢者向け住宅並びに既に登録申請等の手

続を行っているサービス付き高齢者向け住宅については、建物の規模及び構造・設備を除き、この指導指

針に適合するよう継続的に指導するとともに、建物の規模及び構造・設備に関しても、契約の更新時や建

物の改築・修繕時等において、できる限りこの指導指針に適合するよう指導するものとする。 

附 則 

１ この指導指針は、令和６年９月12日から施行する。 

２ この指導指針施行の日に、既に登録されているサービス付き高齢者向け住宅並びに既に登録申請等の手

続を行っているサービス付き高齢者向け住宅については、建物の規模及び構造・設備を除き、この指導指

針に適合するよう継続的に指導するとともに、建物の規模及び構造・設備に関しても、契約の更新時や建

物の改築・修繕時等において、できる限りこの指導指針に適合するよう指導するものとする。 
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 横浜市サービス付き高齢者向け住宅における事故発生時の報告取扱い要領 

制定 平成 28 年７月１日 健高施第 980 号(局長決裁) 

最近改正 令和７年４月１日 健高施第 4508 号(局長決裁) 

１ 報告の根拠 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）（以下「高齢者住ま

い法」という。）第５条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた住宅（以

下「登録住宅」という。）において事故が発生した場合の、サービス付き高齢者向け住宅

整備運営指導指針に基づく横浜市への報告は、この要領の定めるところによるものとす

る。 

２ 事故報告の対象となる事業者 

 横浜市内に所在する、登録住宅を運営する登録事業者又は登録事業者から登録住宅の

管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者（以下「管理等受託者」と

いう。）に対して報告を求める。 

３ 報告の範囲 

登録事業者又は管理等受託者は、次の(1)から(6)までの場合に、横浜市健康福祉局高

齢健康福祉部高齢施設課（以下「高齢施設課」という。）へ報告を行う。 

(1) 職員の不適切なサービス提供により発生した事故（死亡又は医療機関での受診を要

したものを原則とする。） 

(2) 食中毒及び感染症、結核の発生

（注 1）食中毒、感染症(以下に定めるもの）、結核について、サービス提供に関して

発生したと認められる場合は、報告すること。

報告対象の感染症は、感染症法により１～５類感染症（定点報告対象を除

く）及び指定感染症と定められているものとする。これらの感染症について

は、感染者が 1 名発生した時点で報告する。 
（注 2）注 1 以外の感染症や、食中毒については保健所に報告したものは報告するこ

と。

なお、これらについて関連する法に定める届出義務がある場合は、これに

従うこと。新型コロナウイルス感染症等、別途報告様式がある感染症につい

て、事故報告は不要とする。 

新たな感染症が発生した場合に、取扱いについて別途通知が出された場合

は、これに従うこと。 

(3) 火災事故

(4) 地震等の自然災害による住宅の滅失・損傷

(5) 登録事業者又は管理等受託者等の法令違反・不祥事等の発生

(6) 誤薬の発生

服薬管理をしている入所者に対して、違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与
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薬もれなどが発生した場合、医療機関の医師の判断に基づく指示を受けるととも

に報告すること。 

(7)  その他サービス付き高齢者向け住宅の運営に関わる重大な事故 

その他重大事故としては次のケース等が考えられるが、報告の要否が不明な場合は、

４で定める報告先へ確認すること。 

ア 自然死以外の死亡（病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じ

る可能性がある場合を含む。） 

イ 事件性のない死亡であるが、発見までに日数が経過した場合 

ウ 離設（徘徊・行方不明等） 

エ 高齢者虐待（疑いも含む。） 

（注１） 「職員の不適切なサービス提供により発生した事故」については、適切な見

守りサービスが提供されていなかった場合等、本来提供されるべきサービスが

提供されなかったことによる事故及び住宅設備の瑕疵に起因する事故も含む。 

（注２） 入居者が、事故発生からある程度の期間を経て死亡した場合は、登録事業者

又は管理等受託者は速やかに、連絡若しくは報告書を再提出すること。 

 

４ 報告先 

登録事業者又は管理等受託者は、３で定める事故が発生した場合、６の手順により、

高齢施設課へ報告することとする。 

 

５ 報告の内容 

(1) 事故の発生の報告は事業所ごとに次の事項を横浜市電子申請・届出サービス（以下

「電子申請システム」という。）を用いて高齢施設課に報告するものとする。 

ア 事業所の概要 

イ 利用者の情報 

ウ 事故の概要 

エ 発生時の対応 

オ 発生後の状況 

カ 再発防止に向けての取組 

キ その他必要な事項 

(2) やむを得ない理由により電子申請システムを利用できない登録事業者又は管理等受

託者にあっては、高齢施設課にあらかじめ承認を得たうえで、高齢施設課の指示する

方法により報告することができる。その場合の報告様式は、別添「事故報告書」を原

則とする。 

 

６ 報告の手順 

(1)  事故の発生又は発覚の後、各登録事業者又は管理等受託者は、速やかに高齢施設課

へ電子申請システムで報告する。 

 (注) 「速やかに」とは、社会通念に照らして、必要最大限の努力をして可能な範囲

とする。遅くとも５日以内を目安に提出すること。 

 (2) 事故処理の区切りがついたところで、電子申請システムを最新の情報に更新し、高

齢施設課へ最終報告する。 
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 (3) 登録事業者又は管理等受託者は、入居者及びその家族（以下「入居者等」という。）

並びに登録事業者又は管理等受託者が事故の事実関係を共通に把握することができる

よう、入居者等に対し、事故報告書の控え等を積極的に開示し、求めに応じて交付す

る。 
(4) 前項第２号により高齢施設課にあらかじめの了承を得た事業者は、その指示された

方法により、前各号にしたがって処理するものとする。 

 

７ 入居者等への説明 

登録事業者又は管理等受託者は、事故発生後、入居者等に次の内容を説明しなければ

ならない。 
 (1) この要領に基づき、事故の発生を高齢施設課に報告すること。 

(2) 横浜市へ報告した事故の内容について個人情報以外の部分を事故の事例として神

奈川県に報告される場合があること。 

(3) 横浜市に対して、報告された事故について情報公開請求が出された際に、個人情報

以外の内容が開示される場合があること。 

 

８ 報告に対する高齢施設課の対応 

 (1) 高齢施設課は、対応が必要と判断した場合には、事業者に対する調査・指導や入居

者等に対する事実確認を行う。また、入居者等の権利擁護や苦情・トラブルの未然防

止等のため必要な指導を行うものとする。 

（例） 「今後の対応は未定」などと報告があった場合は、対応が確定した時点での

再報告を求める。また、「入居者がケガをしたが、家族等へは特に連絡していな

い」等の報告があった場合は、連絡・説明するように指導し、その結果の再報

告を求める。  

 (2) 対応が必要な事由は次のとおりとする。 

    ア 高齢者住まい法、老人福祉法等法令違反が原因になっているおそれがある場合 

    イ 職員の不適切な介護等により発生したおそれがある事故（死亡又は生命等に係る

重大な事故）の場合 

    ウ 反復して事故が発生している状況が見受けられる場合 

    エ 事業者の事故への対応が明らかに不足している場合 

オ その他、市の対応が必要と判断される場合 

 (3) (2)の事由に該当する場合は、内容により次の対応を行う。 

ア 不正又は著しい不当な行為等が疑われる事故と判断される場合には、高齢者住ま

い法第 24 条第１項、老人福祉法第 29 条第９項の規定により、必要に応じて立入調

査を実施する。 

イ 事故内容により必要と判断される場合には、当該事故に係る施設、入居者等の関

係者から事情を聴取する。 

    ウ 緊急に各登録住宅へ注意喚起を促すことが必要と判断される場合は、各住宅への

情報提供を行う。 

(4) 事故報告の内容上、必要と判断される場合は、速やかに所管課から該当する区へ情

報提供を行う。 

(5) 次に掲げる場合には必要に応じ関係市町村又は神奈川県と連携を図る。 
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ア 利用者が横浜市以外の市町村に属している場合

イ 事故が発生した登録住宅が横浜市以外の市町村に所在する場合

ウ その他必要がある場合

９ その他 

  登録事業者又は管理等受託者は、３に定めた範囲には該当しない事故のケースであっ

ても、必ず記録にとどめること。 

また、登録住宅・高齢施設課ともに、報告内容が記載された書類等の机上への放置や

原則事務室外への持ち出しを禁止し、施錠保管を行う等、常に個人情報保護に細心の注

意を払うこと。 

附 則 

この要領は、平成 28 年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年 12 月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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横浜市サービス付き高齢者向け住宅定期報告等実施要領 

制  定 平成26年３月３日健高施 第3606号（局長決裁） 

最新改正 令和３年９月30日健高施 第2364号（局長決裁） 

（目的） 

第１条 この要領は、横浜市長（以下｢市長｣という）が、高齢者の居住の安定確保に関する

法律（平成13年法律第26号 以下「法」という。）第24条第１項及び「高齢者の居住の安

定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行後におけるサービス付き高齢者向け住

宅等の管理について」（平成24年4月10日付け国住心第19号国土交通省住宅局安心居住推

進課長通知・平成24年4月19日付け老高発第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知）の

１.（1）ア）の規定等に基づき、横浜市内のサービス付き高齢者向け住宅登録事業者又は

登録事業者から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者

（以下「登録事業者等」という。）に対し、定期報告及び完了報告を求めるにあたり必要

な事項を定める。 

（完了報告） 

第２条 登録事業者は、法第５条の登録を受けた建築物の新築又は改良工事等（以下「工事」

という。）が完了したときは、第１号様式（サービス付き高齢者向け住宅事業完了報告書）

に加齢対応構造等チェックリスト及び写真を添付して、速やかに市長に完了報告を行うも

のとする。 

２ 市長は、必要に応じて前項の報告すべき事項を追加、削除及び変更することができる。 

（定期報告） 

第３条 ４月１日時点において工事が完了している法第５条の登録を受けたサービス付き高

齢者向け住宅の登録事業者等は、10月１日現在における登録事項の状況等について、第２

号様式（サービス付き高齢者向け住宅定期報告書）により、毎年市長に定期報告を行うも

のとする。 

２ 前項の報告は、原則として登録事業者が行うものとする。登録事業について登録事業者

から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者がある場合は、

登録事業者がこれらの者に係る報告部分をとりまとめのうえ、登録事業者が報告するもの

とする。 
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３ 第１項の報告は、電子メール又は郵送により、10月末日までに行うものとする。 

４ 市長は、必要に応じて第１項の報告すべき事項を追加、削除及び変更することができる。 

 

（報告内容等の指導監督等） 

第４条 市長は、前二条の規定に基づき登録事業者等から提出をうけた報告内容につい て

登録事項との適合性に疑義がある場合や法令違反が疑われる場合など必要に応じて、当該

登録事業者に対してより詳細な報告を求めることができるものとする。 

２ 市長は、必要に応じて前項の報告徴収に加えて当該サービス付き高齢者向け住宅又は事

務所に立入検査を行うものとする。 

３ 市長は、前二項に基づく報告又は検査の結果、登録事項との不適合性又は法令違反等が

確認された場合は、法第25条に基づき当該登録事業者に是正等のために必要な措置をとる

べきことを指示するものとする。 

 

（国への情報提供） 

第５条 市長は、前条による指導監督を行ったときは、その概要について国土交通省及び厚

生労働省あて情報提供を行うものとする。 

 

附  則 

この要領は、平成26年３月３日から施行する。 

 この要領の施行の際、現に法第５条の登録を受けている登録事業者等における第３条の

適用については、施行時の年度に限り初回の報告を「平成25年８月１日時点において、法 

第５条の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅の工事が完了している登録事業者等は、

平成26年２月１日現在における登録事項の状況等について、第２号様式（サービス付き高

齢者向け住宅定期報告書）により、市長に定期報告を行うものとする。（略）３ 第１項

の報告は、電子メール又は郵送により、３月末日までに行うものとする。」と読み替えて

適用する。 

 

附  則 

この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

  附   則 

この要領は、令和３年９月30日から施行する。 
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（第１号様式） 

サービス付き高齢者向け住宅完了報告書

年 月 日 

横浜市長 

登録申請者住所又は 
主たる事務所の所在地 
商号、名称又は氏名 

年 月 日付 第 号でサービス付き高齢者向け住宅事業の登録

を受けた建築物の工事が完了したため、高齢者の居住の安定確保に関する法律（以下 

「法」という。）第24条第１項の規定に基づき、同法第７条第１項第１号から第３号の基

準及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（以

下「規則」という。）第８条から第10条の基準に適合するものであることを報告します。 

住 宅 の 名 称 

所 在 地 (住居表示) 

工事完了日 

規 模 □ 規則第８条に規定する基準に適合する

構造及び設備 
共同利用設備 □ 台所 □ 収納設備 □ 浴室

□ 規則第９条に規定する基準に適合する

加齢対応構造等 
□ 法54条第１項第１号ロに規定する基準に適合する

□ 規則第10条に規定する基準に適合する

※審査結果等

備考 

１ 工事完了後速やかに提出してください。工事完了日には、建築基準法第７条第５項の検

査済証交付日又は改良工事等がない場合（旧高専賃からの登録替えのみの場合等） は

登録日を記載してください。 

２ 登録申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載してください。 

３ サービス付き高齢者向け住宅の規模、構造及び設備、加齢対応構造等の基準に適合し

ていることが判る写真及び加齢対応構造等チェックリストを提出してください。 

４ ※印の欄には、記入しないでください。 
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(第2号様式) 

横浜市長 

登録事業者
等報告者 

報告日 

住 所 

商号又は名称 

代表者氏名 

サービス付き高齢者向け住宅定期報告書( 年度) 

高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

登録番号 浜 登 録 年 月 日 

住 宅 の 名 称 

住 宅 の 所 在 地 

入居 開始 年月 日 竣 工 年 月 日 

報告書記入者氏名 電 話 番 号 

ファクシミリ番号 ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ

Ⅰ 登録内容等の報告 以下の内容について、 年 月 日現在の状況を記入してください。(黄色のセル部分） 

項目 内 容 相違の有無 

1 登録内容と現況との相違の有無 
【登録内容（直近の登録事項）と現在の状況に相違があるか確認してください。相違が「あり」の項目は相違の内  
容を「サービス付き高齢者向け住宅の現状報告」に具体的に記載してください。】 

あり なし 

根拠 
規定 

登録申請書 
（別紙）※ 

① サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地 法第6条 

② サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者（法人の場合は役員を含む。） 同条 

③ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 同条 

④ サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備 同条 

⑤ サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期 同条 

⑥ サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭 同条 

⑦ サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等 同条 

⑧ サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設 同条 

⑨ 高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力 同条 

⑩ 登録の申請が基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切である旨 同条 

登録申請書 
（別添1,2）※ ⑪ 役員名簿 同条 

登録申請書 
（別添３）※ 

⑫ 専用部分の規模並びに構造及び設備等 同条 

⑬ 共同利用設備等 同条 

登録申請書 
（別添４）※ 

⑭ 状況把握及び生活相談サービスの内容 同条 

⑮ 食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ） 同条 

⑯ 入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ） 同条 

⑰ 調理、洗濯、清掃等の家事サービスの内容（該当する場合のみ） 同条 

⑱ 健康管理サービスの内容（該当する場合のみ） 同条 

⑲ その他のサービスの内容（該当する場合のみ） 同条 

登録申請書 
（その他） 

※ 登録時に提出されました登録申請書の別紙、別添１～４の内容を参照し、ご回答ください。
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登録内容と現在の状況に相違がある場合や登録事業者の業務に関する内容で上記の内容と異なる状況の場合   
は、「サービス付き高齢者向け住宅の現状報告」に記入の上、提出してください。 

また、登録内容と現在の状況に相違がある場合は、変更登録等が必要な場合がありますので、指定登録機関【(公益社団法
人)かながわ住まいまちづくり協会 電話045-664-6896】までご相談ください。 

項目 内 容 適合性の有無 

２ 登録業務の法令適合性 
【登録業務の現在の状況について法令との適合性について回答してください。回答が「いいえ」の項目
はその理由を「サービス付き高齢者向け住宅の現状報告」に具体的に記載してください。】 

はい 
いい
え 

根拠
規定 

登録基準 
各居住部分の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上である。 法7条

1項1号 

構造及び設備（加齢対応構造等であるものを除く。）が、国土交通省令・厚生労働省令で定
める基準に適合している。 

同1項
2号 

加齢対応構造等が、法第54条第一号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通
省令・厚生労働省令で定める基準に適合している。 

同1項
3号 

入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当
該高齢者と同居するその配偶者としている。 

同1項
4号 

入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相
談サービスを提供している。 

同1項
5号 

入居契約が法7条第1項6号に掲げる基準に適合している。 同1項
6号 

サービス付き高齢者向け住宅の整備をしてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合に
あっては、当該整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領していない。

同1項
7号 

家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うことと
なる場合に備えて、必要な保全措置が講じられている。（該当する場合のみ） 

同1項
8号 

基本方針及び神奈川県高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものである。 同1項
9号 

誇大広告
の禁止 

登録事業の広告について、著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良若しく
は有利であると人を誤認させるような表示を行っていない。 

法15条 

登録事項
の公示 

所定の方法により登録事項を公示している。 法16条 

書面の交付・
説明 

登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項及び契約内容
に関する事項（重要事項説明を含む。）について、書面を交付して説明している。 

法17条 

高齢者生活支援
サービスの提供

入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供している。 法18条 

帳簿の備え付 
け等 

登録住宅の修繕及び改修の実施状況を帳簿に記載し保存している。 法19条 

入居者からの金銭受領の記録を帳簿に記載し保存している。 同条 

入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容を帳簿に記載し保存している。 同条 

緊急やむを得ず入居者の身体的拘束を行った場合、その態様及び時間、入居者の心身状況、 
及び拘束理由を記載し保存している。 同条 

入居者及び家族からの苦情内容を帳簿に記載し保存している。 同条 

サービス提供で、事故が発生した場合の状況及び処置内容を記載し保存している。 同条 

住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合の、
委託に係る契約事項及び業務の実施状況に関する帳簿を保存している。 

同条 

帳簿は各年度の末日で閉鎖し、２年間保存されている。 同条 

※記載する内容がない場合であっても、帳簿を備え付けてあれば、『はい』と記入ください。
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全入居者数(人) 

２ 入居者数等 

Ⅱ 管理状況等報告について  以下の内容について、 年 月 日現在の状況を記入してください。(黄色のセル部分） 

登録住戸数(戸) うち入居済み住戸数(戸) 

【年齢別内訳(人)】 

60歳未満 60歳以上 
65歳未満 

65歳以上 
70歳未満 

70歳以上 
75歳未満 

75歳以上 
80歳未満 

80歳以上 
85歳未満 

85歳以上 
90歳未満 90歳以上 

【要介護度内訳(人)】 

自立 
要支援 要介護 

1 2 1 2 3 4 5 

【入居前住所地(人)】 

①住宅所在市町村 ② ①以外の神奈川県内 ③ 神奈川県外

 ３  共同利用する台所及び浴室の利用状況 

共同利用する台所、浴室がある場合は、記入してください。 

１日当たり台所の
平均利用人数(人) 

１回あたり台所の 
平均利用時間(時間) 

共同浴室において入居者の利用が集中して浴室 
の利用ができないことがあるか 

上記ありの場合の対処方法 

実施期間 
実施内容 

始 期 終  期 

状況把握及び 
生活相談サービス 食事の提供サービス 

入浴、排せつ、食事等 
の介護サービス 

提供状況 

調理、洗濯、清掃等の 
家事サービス 健康管理サービス その他のサービス 

提供状況 

施設（事業所）の名称 提供されるサービスの概要 事業所番号 事業所の場所 
サービスを利用している入居

者数 

1 

2 

3 

4 

１ 入居状況 

６ 併設している高齢者居宅生活支援事業を行う施設（事業所） 

５ サービスの提供状況 

４ 計画的修繕の実施状況 

【入居済み住戸の内訳】 

単身入居(戸) 同居者あり(戸) 
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回答欄 

回答欄 

回答欄 

回答欄 

7 生活支援サービスを提供するための職員の配置状況  
曜日、時間帯ごとの職員の配置人数をお答えください。 
※ 共用部分の清掃、給食調理のみを専門に行う職員は含みません。 

 

 
 月～金 土 日 祝 
日中 （おおむね9時～17時）  人  人  人  人 
夜間 （おおむね17時～翌日9時）  人  人  人  人 

 夜勤 （基本夜間も寝ずに勤務）  人  人  人  人 
宿直 （仮眠はとるが、通報等があったら出向く）  人  人  人  人 

 
 

8 状況把握の方法  
(1)～(4)の日々の状況把握・見守りの実施方法のうち、該当するもの全てについて、お答えください。 

 

 
(1) 定期的な居室への訪問 □ 1日1回未満 □ 1日1回 □ 1日2回 □ 1日3回以上 

(2) 生活リズムセンサー □ 水センサー □ 人感センサー □ その他 

(3) 間接的方法 □ 喫食 □ 郵便配達 □ ゴミ出し 
□ その他 （  ） 

(4) そ の他 （  ） 

 

9 生活相談  
(1)随時の相談や問い合わせ以外に、定期的な面談による生活相談の実施の有無をお答えください。 
(2) 過去1ヶ月で受けた生活相談の内容について、最も多いものから順に「1」「2」「3」をお答えください（上位3つまで）。 
(3) 相談内容から、関係機関へ繋いだものについて、最も多いものから順に「1」「2」「3」をお答えください（上位3つまで）。 

 

 
(1) 定期的な面談の実施の有無 □ 実施有 □ 実施無 
(2) 生活相談の内容（上位3つ） 

  介護に関すること  医療に関すること  行政サービスについて 
 成年後見制度に関すること  近隣地域の情報  家計や資産に関すること 
 持家の売却・維持管理について  家族・親族との人間関係について  他の入居者との人間関係について 
 日常生活に関すること（買物、ゴミ出し、住戸内設備についてなど）  
 その他 （  ） 

(3) 繋ぎ先（上位3つ） 

  地域包括支援センター  行政  医療機関 
 介護事業者  ケアマネジャー  社会福祉協議会 
 ボランティア・ＮＰＯ団体  家族  その他 （  ） 

 

 

10 緊急通報の対応方法  
(1)緊急通報コール（ナースコールを含む。）の設置の有無と、無の場合の緊急時の把握の方法をお答えください。 
(2) 緊急通報の回数をお答えください。 
(3)(4)対応方法について、日中・夜間それぞれ該当するものを選択してください。 

 

 

 
(1) 緊急通報コールの設置の有無 □ 設置有 □ 設置無（把握の方法：  ） 

(2) 緊急通報の1日平均回数別の人数 
（過去1ヶ月） 

0回 1回 2回 3～5回 6回～ 
人 人 人 人 人 

(3) 緊急通報があった場合の対応方法（日中） 

 □ 住宅内に配置された職員が対応 □ 併設事業所の職員が対応 
□ 住宅外(職員寮、自宅待機等)の職員がオンコール対応 □ 外部事業者(警備会社等)に対応を委託 

(4) 緊急通報があった場合の対応方法（夜間） 

 □ 住宅内に配置された職員が対応 □ 併設事業所の職員が対応 
□ 住宅外(職員寮、自宅待機等)の職員がオンコール対応 □ 外部事業者(警備会社等)に対応を委託 
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回答欄 

11 食事サービスの提供状況 
食事サービスの有無、提供主体、喫食率をお答えください。

提供の有無 提供主体 
喫食率（おおよその割合） 
（利用者数/入居者数） 

朝 
□ 提供有 □ 住宅事業者 □ 委託 □ その他 （ ） ％ 
□ 提供無 

昼 
□ 提供有 □ 住宅事業者 □ 委託 □ その他 （ ） ％ 
□ 提供無 

夜 
□ 提供有 □ 住宅事業者 □ 委託 □ その他 （ ） ％ 
□ 提供無 
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サービス付き高齢者向け住宅の現状報告 
 

登  録  番  号 浜  

住  宅  名  称  

代 表 
 

者 
 

氏 名 
 

記 入 
 

者 
 

氏 名 
 

 

登録内容 現状の状況 相違又は不適合の理由 
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１ 高齢者等の方が日常的に利用する建築物について 

 建築基準法では不特定又は多数の方が使用、就寝等する用途の建築物を特殊建築物と定め、

これらに適用する防火や避難に関する規定を強化しています。通所介護施設などの福祉施設

についても、自力避難の困難な方が日常的に利用しており、一旦事故が発生すると大事故に

発展するおそれがあることから、これらの特殊建築物に該当します。 

施設を管理される方におかれましては、人命を預かっているということをあらためて認識

していただき、建築基準法令を遵守し、適切な管理をお願いします。 

２ 管理上の注意点について 

（１）建築基準法令への適合の必要性について

建築物を常時適法な状態に保つことは、所有者、管理者又、占有者の責務です（建築

基準法第８条より）。建築基準法令により規定された建築物の防災チェックポイントを

掲載いたしましたので、お目通しのうえ、適正な維持管理をお願いいたします。 

また、建築物の新築、増築、用途変更等の際は、防火や避難に関する規定は現行の法

令に適合させる必要があり、一部を除いて建築確認申請の手続きが必要となりますの

で、建築士などの専門家にご相談のうえ、適法な施設とするようお願いします。

（２）建築基準法に基づく定期報告について

① 定期報告制度の概要

横浜市では、建築基準法第12条第１項及び第３項の規定に基づき、一定の用途及

び規模の建築物の所有者等は、定期的にその建築物の状態や建築設備について資格

者に調査・検査をさせ、その結果を横浜市に報告するよう義務付けています。 

（定期報告制度といいます。） 

定期報告の一連の流れ 

サービス付き高齢者向け住宅における

防火・避難規定、建築基準法令に関する注意点について 

管理者 

(報告者) 

調査・検査の 

有資格者 
横浜市 

調査・検査の

依頼 

調査・検査の実施 

報告書の作成 

管理者への報告 

報告書の内容を確

認し、市へ提出 

報告書受理・審査 

管理者への 

是正指導等 

改善等を行い、

適切な維持管理

を継続 

管理者 

(報告者) 

管理者 

(報告者) 
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② 定期報告の対象建築物について

一定規模以上のサービス付き高齢者向け住宅は定期報告の対象建築物となります。

詳しい制度の内容については横浜市の「定期報告」ホームページをご覧いただき、

対象建築物に該当する場合は、定期報告を行っていただきますようお願いします。 

サービス付き高齢者向け住宅で定期報告の対象となる建築物

福祉施設（入所者のための宿泊施設を有するもの）の用途に供する部分が次のいずれかに

該当する場合は、定期報告が必要となります。 

ア 床面積が100㎡を超える部分が、３階以上又は地階にあるもの

イ ２階部分の床面積が300㎡以上のもの

【横浜市の「定期報告」ホームページ】 

・横浜市 建築局 建築物昇降機等の定期報告

（URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/teikihoukoku/） 

【問い合わせ先】 

・建築基準法第12条に基づく定期報告など建築物の維持管理に関する相談

建築局建築指導課建築安全担当 TEL：045-671-4539  FAX：045-681-2434 

・建築確認申請の手続きに関する相談

建築局建築指導課指導担当 TEL：045-671-4531  FAX：045-681-2437 

２階部分の床面積300㎡以上 （例）２階

１階 

パターン④ 

床面積100㎡超 

（例） 

３階 

２階 

１階 

床面積の合計 

100㎡超 

パターン① パターン② 

パターン③ 

５階 

４階 

３階 

２階 

１階 

 

２階 

１階 

地下１階 床面積100㎡超 

横浜市 定期報告 検索 

Click! 
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■建築物の防災チェックポイント一覧

建物を常時適法な状態に保つことは、所有者、管理者又、占有者の責任です（建築基準法

第８条）。以下のチェックポイントを活用して、建築物の適切な管理にお役立てください。 

箇所 チェックポイント 解説 

非常用の 

照明装置 

□ 主電源を落したり、ひもを引いたりして照明が点

灯しますか。バッテリーや電球切れで点灯しない場

合があります。必要に応じ点検し交換しましょう。

停電になった際に点灯し、避難路を照らす

ために設置されている設備です。 

消防法に基づく緑色の誘導灯（避難口を示

すもの）とは異なります。 

排煙窓 

□ 排煙窓が円滑に開閉できますか。

開放装置（オペレーターやチェーン）や窓等が、

家具や荷物で隠れていたり、開放装置に不具合

があったりしませんか。

□ 開放方法は予め確認しておきましょう。

火災時に最も恐いのは煙やガスです。 

排煙窓や排煙設備等は、火災で発生した

煙やガスの建物内での拡散を防ぎ、速やかに

屋外へ排出するため、重要な設備となります。 

内装制限 

□ 火気を使用する居室等(※1)で内装材料が、

木質など燃えやすいものになっていませんか。

※1 煙を逃がす窓等が設けられていない部屋や、

３階以上にある部屋、 

調理室やボイラー室等の火気を使用する部屋 

火災の拡大を防ぎ避難と消防活動を促進

するため、壁や天井等の内装仕上げを燃えな

いもの等にする必要があります。 

内装工事の際は建築士等の専門家に相談

しましょう。 

階段の 

防火扉 

□ 防火扉を開閉するうえで障害となる物が置かれ

ていませんか。

□ 防火扉が自動的に閉まるよう、ドアクローザが

機能していますか。

□ 防火扉をひも等で固定していませんか。

階段に面する扉は、避難するための階段を

炎や煙から守ると共に、上階への煙の拡散を

防ぐ重要な役割があります。 

敷地内通路

や廊下等の

避難経路 

□ 緊急時の避難経路に避難の障害となる物を置い

ていませんか。

避難経路は屋外の道路まで確保しましょう。

火災時の避難には、廊下、通路の確保が

大切です。法律上、原則として２方向の避難

経路が必要となります。 

階段 
□ 避難の障害となる物を置いていませんか。

□ 火災の原因となる物を置いていませんか。

階段は、非常時に避難経路となります。 

普段使用していない階段も、安全な避難の

ために維持管理が必要です。 

外壁の 

開口部等 

□ RC造、鉄骨造等の建物の場合、窓、換気扇等に

網入ガラス、防火ダンパー(※2)等の防火設備が

設置されていますか。

※2 火災時に風道から煙が拡散しないよう

風道を封鎖させる仕組みのこと 

他の建物等からの延焼防止のため、延焼の

恐れのある部分(※3)にある窓や換気扇など

には防火設備等を設けなければならない場合

があります。 

※3 隣地境界線及び道路中心線から

１階にあっては３ｍ以内、２階以上の階

にあっては５ｍ以内の部分 

非常用の 

進入口 

□ 道路側に面した窓（幅75㎝×高さ1.2m以上の大

きさの進入口に代わるもの）などが開きますか。

□ 家具、荷物、広告板等の障害物はありませんか。

３階建以上の建物には、火災時に消防隊が

進入し消火・救助活動を可能にするため、 

道路等に面して非常用の進入口等を設置す

ることが必要となります。 
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防火戸ステッカーをご活用ください！ 

横浜市内の施設に無償で「防⽕⼾ステッカー」を配付しています。 
「防火戸ステッカー」を活用し、防火戸の適正な維持管理をお願いします。 

ご希望の⽅は、裏⾯の配付申込をご参照ください。※ 貼り付けは任意であり、法律上の義務はありません。 

防⽕⼾は、⽕災時に⽕煙の伝播を最⼩限に留め、避難経
路を確保する役割があり、命を守る⾮常に重要な設備で
す。過去の⽕災事例を⾒ると、防⽕⼾が適正に維持管理さ
れていないことで被害が拡⼤した事例も多くあります。 

適正に維持管理されない理由は、⽬の前にある扉が 
「防⽕⼾」か「防⽕⼾でないか」が分かりづらいこと 
でした。防⽕⼾ステッカーを扉に貼ることで、利⽤者に正
しい使⽤⽅法を伝えることができます。 

● 実際の⽕災で防⽕⼾が有効に機能した事例            
 防⽕⼾の反対側は被害がほとんどありません。特に階段の防⽕ 
⼾は適切に使⽤されていないと、⽕災時、階段を通して各階に有 
毒な煙や炎が急激に廻ります。避難経路である階段が使⽤できな 
くなると⼤変危険です。 

● 防⽕⼾ステッカーについて  詳細はこちらをご確認ください
▶横浜市建築局 違反対策課 ホームページ

総務省消防庁主催 令和元年度 
▶「第24回防災まちづくり⼤賞⽇本防⽕・防災協会⻑賞」

を受賞しました。 

お問合せ先  横浜市 建築局 違反対策課 (☎045–671–3974 ✉kc-boukado@city.yokohama.lg.jp) 

（写真提供︓東京消防庁） 

⽕災発⽣現場 防⽕⼾を開けた状態 ※点線部＝防⽕⼾ 

横浜市 防火戸 検索 

市外の施設へのご活用を 

お考えの方へ 

データ提供（無償）を 

しております。

お気軽にお問い合わせください！
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防⽕⼾ステッカーの配付申込について

① インターネットによる申込みをご希望の⽅は、右記の⼆次元バーコードを
読み込んでください。

② FAX による申込みをご希望の⽅は、下記枠内をご記⼊いただきお送りください。
送付先︓横浜市 建築局 違反対策課（ＦＡＸ ０４５－６６４－２６６７）   年  ⽉  ⽇ 

フリガナ フリガナ

事業者名 担当者名  
郵送先住所 
電話番号 

〒   － 
 電話 

ステッカー
貼付建築物

の概要 

名称 

主な⽤途 
共同住宅等 店舗  事務所  ホテル・旅館 
遊戯施設 病院  福祉施設  学校  ⼯場・倉庫 
その他（                    ） 

所在地 横浜市 区
階数     階建 

希望する 
ステッカー

枚数

常時閉鎖式防⽕⼾⽤ 
（左右 8 ㎝×天地 10.5 ㎝） 

随時閉鎖式防⽕⼾⽤ 
（左右 14 ㎝×天地 18.5 ㎝） 禁⽌ピクト 

Ａ－１ Ａ－２ Ａ－３ Ａ－４ Ｂ 

枚 枚 枚 枚 枚 

受取⽅法 
□ 違反対策課窓⼝ 横浜市中区本町 6-50-10 市庁舎 25 階

受取希望⽇ ⽉  ⽇ 申込み⽇から３⽇後以降（⼟・⽇・祝⽇除く） 

□ 郵送（着払い）※⽇時の指定はできません

知った 
きっかけ 

□ 横浜市ホームページ □ 定期報告のお知らせ  □ 防⽕・防災管理講習等
□ 消防署（   区） □ 新聞記事（   ）□ 情報誌（ ） 
□ その他（   ） 

●希望する枚数が多い場合は、ご相談させていただくことがあります。
●横浜市は、防⽕⼾ステッカーを利⽤したことに起因する損失補償等については、

⼀切の責任を負いませんのでご了承ください。
【使⽤例】 

●常時閉鎖式防⽕⼾に使⽤する場合
（⼤きさ︓左右 8 ㎝×天地 10.5 ㎝）

A-1・A-2 を扉上部の任意の位置に、
場合によって B を扉下部に貼って使⽤

●随時閉鎖式防⽕⼾に使⽤する場合
（⼤きさ︓左右 14 ㎝×天地 18.5 ㎝）

A-3・A-4 を扉上部の任意の位置に、
場合によって B を扉下部に貼って使⽤

Ａ－１ Ａ－2 B 

Ａ－3 Ａ－4 

横浜市電⼦申請 
・届出サービス
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新規・更新
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変更

60



１－１ 防火安全対策と消防法令等について 

１ 出火原因と出火防止対策について 

(1) 主な出火原因（速報値）

ア 全国の火災（令和７年１月１日から令和７年６月30日まで）

令和７年中の全国の火災件数は21,525件で、そのうち建物火災は11,455件でした。建物火災

11,455件中の主な出火原因を件数順にみると、「こんろ」1,454件（12.7％）、「たばこ」947件

（8.3％）、「電気機器」1,065件（9.3％）、「放火（疑いを含む。）」767件（6.7％）、「配線器具」825

件（7.2％）、「ストーブ」691件（6.0％）、「電灯電話等の配線」572件（5.2％）となっています。 

イ 横浜市内の火災（令和７年１月１日から令和７年 12月 31日まで）

令和７年中の横浜市内の火災件数は780件で、そのうち建物火災は495件でした。建物火災495件

中の主な出火原因を件数順にみると、「こんろ」90件（18.2％）、「「電気機器」78件（15.8％）、「た

ばこ」68件（13.7％）、「放火（疑いを含む。）」58件（11.7％）、「配線器具」38件（７.７％）とな

っています。 

(2) 出火防止対策

ア こんろ火災

こんろにかけた天ぷら鍋を放置し、火災になるケースが増えています。こんろ火災を予防するた

めに、次のことに注意してください。 

(ｱ) 電話や来客などで少しの間でもこんろから離れる際は、必ず火を消すようにしましょう。

(ｲ) こんろの周囲は常に整理整頓し、燃えやすいものを置かないようにしましょう。また、こんろ

及びその周囲を定期的に清掃しましょう。

(ｳ) こんろやゴム管などは、定期的に点検しましょう。

(ｴ) 使用しないときは、必ずガスの元栓を閉めるようにしましょう。

(ｵ) ガステーブルの奥の物を取ろうとして、ガスこんろの上に手を伸ばした際、火が着衣の袖に着

火する事例もあるので注意しましょう。

(ｶ) Siセンサーコンロ※（安全装置付きこんろ）の使用を検討しましょう。

※ 油の温度を感知し鍋底の温度が250℃になると自動的に消火して、油の発火を防ぐ『調理油

過熱防止装置』のほか、『立ち消え安全装置』、『消し忘れ消火機能』などの機能があります。

イ 放火火災

放火（疑いを含む。）火災は、日が沈む夕方から人が睡眠する深夜にかけて多く発生するという

特徴があります。 

(ｱ) 放火を防ぐために、家の周りに燃えやすいものを置かない等の「放火されない、放火させない

環境づくり」に努めることが大切です。

(ｲ) ごみは決められた日の朝決められた場所に出すようにしましょう。

短い時間でも離れるときは、スイッチ OFF こんろ周りに燃えやすい物を置かない 
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ウ たばこ火災

何気なく吸っているたばこの温度は約700℃あります。ちょっとした不注意が火災につながりま

す。 

(ｱ) 寝たばこは、絶対にやめましょう。

(ｲ) 灰皿の中には水を入れておき、吸い終わったら、火を完全に消すようにしましょう。また、周

りには燃えやすい物を置かないようにしましょう。

(ｳ) 灰皿にたまった吸い殻はこまめに捨ててください。また吸い殻を捨てるときは、火が完全に消

えているのを確認してから捨てましょう。

エ 電気機器等の火災

電気機器・配線器具等に起因する火災が増えています。

(ｱ) コンセントやプラグからの出火（トラッキング現象）

コンセントやプラグにたまるほこりや湿気により出火することがあります。コンセントやプラ

グはいつもきれいにしておきましょう。 

(ｲ) たこ足配線による出火

テーブルタップは、許容電流が決められており、これを超えて使用すると熱をもち、火災が発

生することがあります。たこ足配線はやめましょう。 

(ｳ) 電気コードからの出火

コードが家具などの下敷きになっていたり、押しつけなどにより傷ついたまま使用していたり

すると、発熱し火災につながるおそれがあります。電気コードは、上に重い物を置いたり、無理

に曲げたりしないようにしましょう。 

(ｴ) リチウムイオンバッテリーからの出火

強い衝撃や圧力を加えたり、高温の環境に放置したりすると、発熱し火災につながるおそれが

あります。詳しくは、横浜市のウェブサイトから「電気火災」（横浜市トップページ＞防災・救

急＞消防＞生活安心情報＞火災を防ぐには＞電気火災）を御確認ください。 
（https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/shobo/seikatsu/fusegu/dennkikasai.html） 

建物の周りに燃えやすい物を置かない 

トラッキング現象 電気コード短絡 たこ足配線 
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オ ストーブ火災 

ストーブを原因とする火災は、12月から３月までの間にかけて増加する傾向にあります。また、

電気ストーブからの出火も多くなっています。 

(ｱ) ふとん・座ぶとん・寝具類等への着火 

ストーブをつけたまま寝てしまい、寝返りを打った際に掛けぶとんがストーブに触れて出火し

てしまった事例があります。寝るときやその場を離れるときは、必ずストーブを消しましょう。 

(ｲ) 衣類への着火 

ストーブの上方に洗濯物を干し、洗濯物がストーブ上に落下し出火したり、ストーブ近くに燃

えやすい物があり、加熱されて出火してしまったりする事例があります。 

ストーブの上方や近くに洗濯物を干すことは危険です。また、ストーブの周りは常に整理整頓

しておきましょう。 

(ｳ) 給油に起因する出火 

ストーブを点けたまま給油タンクに給油し、蓋の閉まりが不完全だったため、蓋がはずれ灯油

が燃焼筒にかかり出火したり、石油ストーブに誤ってガソリンを給油して、出火してしまったり

する事例があります。 

給油時は、必ずストーブを消火し、給油後は蓋がしっかりと閉まっていることを確認しましょ

う。また、給油の際は、燃料の入れ間違いに注意してください。 

(ｴ) スプレー缶からの出火 

ストーブの近くに置かれたスプレー缶が熱せられ破裂したり、ストーブの近くでスプレー缶を

噴射したことにより、ストーブから火が上がり、周囲にあった物に着火したりする火災が発生し

ています。 

ストーブの近くに、スプレー缶を置くことは絶対にやめましょう。また、ストーブを使用して

いるときは、スプレー缶を使用しないようにしましょう。 

           
 

２ 社会福祉施設等に必要となる消防用設備等と防火管理者等について 

(1) 用途区分について 

消防法令では、防火対象物（建築物）を用途ごとに区分し、構造や規模等に応じて、消火器や自動

火災報知設備などの消防用設備等の設置を義務付けています。 

用途区分は、消防法施行令別表第１（以下「令別表第１」という。）に定められています。高齢者

施設や障害者施設等は令別表第１(６)項ロ又は(６)項ハのいずれかに分類されます（訪問介護を行う

方の拠点となる事務所のみの場合は、一般的に令別表第１(15)項（その他の事業所）に分類されま

す。）。 

(2) 令別表第１（抜粋）と必要な消防用設備等の一部 

次の表はあくまで一部ですので、これ以外の消防用設備等の設置が必要な場合があります。また、

様々な用途が混在する防火対象物（建築物）では、全体に消防用設備等が必要となる場合がありま

す。 

一般住宅（戸建て住宅）は、令別表第１に掲げる防火対象物（建築物）に該当しませんが、一般住

宅（戸建て住宅）をデイサービスなどの高齢者施設に改装した場合には、令別表第１に掲げる防火対

象物に該当します。令別表第１(５)項ロに該当する共同住宅（マンション等を含む。）を、デイサー

ビスなどの高齢者施設に改装した場合にも、令別表第１(６)項ロ又はハに該当するため、新たに消防

ストーブ上部に洗濯物を干さない ストーブの周りに可燃物を置かない 
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用設備等が必要となる場合があります（他の用途が混在する場合には、令別表第１(16)項の複合用途

防火対象物に該当する場合があります。）。 

令別表第１（抜粋）と設置が必要となる消防用設備等の一部 

区分 種類 要件 消火器 
スプリンク

ラー設備

自動火災報

知設備 

火災通報装

置 

(６ )項

ロ(1)

老人短期入所施設、養護

老人ホーム、特別養護老

人ホーム、介護老人保健

施設、老人短期入所事業

を行う施設、認知症対応

型老人共同生活援助事業

を行う施設 

全て 

全て（一定

の構造であ

るものを除

く。） 

全て 

全て（自動

火災報知設

備と連動） 

軽費老人ホーム、有料老

人ホーム（※１） 

避難が困難な要介護者を主として

入居させるもの（※２）に限る。 

小規模多機能型居宅介護

事業を行う施設 

避難が困難な要介護者を主として

宿泊させるもの（※３）に限る。 

その他これらに類するも

のとして総務省令で定め

るもの（※４） 

①避難が困難な要介護者を主として

入居させ、業として（※５）入浴、

排せつ、食事等の介護、機能訓練又

は看護若しくは療養上の管理その他

の医療を提供する施設（(6)項イ（病

院・診療所等）を除く。） 

②避難が困難な要介護者を主として

宿泊させ、業として（※５）入浴、

排せつ、食事等の介護、機能訓練又

は看護若しくは療養上の管理その他

の医療を提供する施設（(6)項イ（病

院・診療所等）を除く。） 

(６ )項

ハ(1)

老人デイサービスセンタ

ー、老人福祉センター、

老人介護支援センター、

老人デイサービス事業を

行う施設 

150㎡ 

以上 

6,000㎡以上

他 

利用者を入

居又は宿泊

させるもの

は全て（そ

れ以外は300

㎡以上） 

500㎡以上 

軽費老人ホーム、有料老

人ホーム、小規模多機能

型居宅介護事業を行う施

設 

(6)項ロ(1)を除く。

その他これらに類するも

のとして総務省令で定め

るもの（※４） 

 老人に対して、業として（※５）

入浴、排せつ、食事等の介護、機能

訓練又は看護若しくは療養上の管理

その他の医療を提供する施設（(6)項

イ（病院・診療所等）及び(6)項ロ

(1)を除く。

※１ 有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅その他高齢者を住まわせることを目的としたマンション等について

も、有料老人ホームとして扱われることがあります。 

※２ 避難が困難な要介護者を主として入居させるもの

避難が困難な要介護者（介護保険法第７条第１項に定める要介護状態区分が３以上の者）の割合

が施設全体の定員の半数以上など。 

※３ 避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの

避難が困難な要介護者（介護保険法第７条第１項に定める要介護状態区分が３以上の者）の判断

の目安 

① 実態として複数の要介護者を随時若しくは継続的に施設に宿泊させるサービスを提供するな

ど、宿泊サービスの提供が常態化していること。
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② 当該施設の宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の割合が、当該施設の宿泊サービス

利用者全体の半数以上であること。

※２及び※３

入居又は宿泊の状況について利用者が比較的短期間に入れ替わる等の事情により用途が定まらな

い場合には、施設の定常的な状態として３か月程度以上の一定期間の実績により確認することがあ

ります。 

消防職員が検査で伺った際に利用者の要介護状態区分や利用日数等を質問させていただく場合が

ありますので、御協力をお願いします。 

※４ その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

想定される施設は、いわゆる「お泊りデイサービス」や「看護小規模多機能型居宅介護事業を行

う施設」です。 

※５ 業として

報酬の有無にかかわらず、介護保険制度外の事業などの法定外の福祉サービスを自主事業として

提供するものを含みます。 

(3) 防火管理者の選任及び消防計画の作成について

ア 防火管理講習（※１）修了者等の中から防火管理者を選任し、その旨の届出が必要となる施設

は、以下のとおりです。

(ｱ) 令別表第１(６)項ロ又は(６)項ロに掲げる用途部分が存する防火対象物（建築物）の場合

防火対象物（建築物）全体の収容人員（※２）が10人以上

(ｲ) 令別表第１(６)項ハ又は(６)項ハに掲げる用途部分が存する防火対象物（建築物）の場合

（(ｱ)を除く。）

防火対象物（建築物）全体の収容人員が30人以上（※３） 

イ 防火管理者の選任及び届出は、管理権原者ごとに必要となります。例えば、テナントビルの一部

で令別表第１(６)項ハに分類される事業を行っている場合、御自身の事業所の収容人員が９人であ

ったとしても、防火対象物（建築物）全体の収容人員が30人以上であれば、それぞれの管理権原者

ごとに防火管理者を選任し届出が必要となる場合があります。

ウ 防火管理者の選任及び届出が必要となる場合は、併せて消防計画作成届出が必要となります。ま

た、防火管理者が変更となった場合にも、新たな防火管理者が作成した消防計画の届出が必要とな

ります。

※１ 防火管理講習について

詳しくは、横浜市のウェブサイトから「防火・防災管理・自衛消防業務講習のご案内」（横浜市

トップページ＞防災・救急＞消防＞講習・試験のご案内＞防火・防災管理・自衛消防業務講習のご

案内）を御確認ください。
（https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/shobo/koushu-shiken/kousyu/） 

※２ 収容人員（消防法施行規則第１条の３）

算定方法は、用途区分ごとに違います。令別表第１(６)項ロ及びハについては、「従業者の数

と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。」

となっています。 

また、令別表第１(15)項（その他の事業所）については、「従業者の数と、主として従業者以外

の者の使用に供する部分の床面積を３平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。」とな

っています。 

※３ (６)項ハが小規模であることなど、防火対象物（建築物）の主たる用途（共同住宅、事務所等）

の従属とみなされる場合、防火対象物（建築物）全体の収容人員が50人以上のときに、防火管理者

の選任及び消防計画の作成が必要になります。 

皆様の施設や事業所がどの区分に該当するか、必要となる消防用設備等や防火管理者の選任の要否が

わからない場合は、管轄の消防署にお問い合わせください。 
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３ 火災予防に係る立入検査時に見受けられる不備事項について 

消防法第４条で、「消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、…消防職員…にあ

らゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って…検査させ…質

問をさせることができる。…」と規定されています。消防職員が立入検査で皆様の事業所へお伺いする

ことがあるかと思います。その際は、建築物の状況のほか、防火管理者選任（解任）届出、消防計画作

成（変更）届出、消防用設備等点検結果（不備事項の改修状況を含む。）及び消防訓練その他の必要な

事項を確認させていただきますので、御協力をお願いします。 

立入検査時によく見受けられる不備事項は次のとおりです。皆様の事業所の状況を確認する際の参考

にしてください。 

(1) 防火管理者選任（解任）届出書及び消防計画作成（変更）届出書の未届

２(3)に記載したとおりです。消防計画の内容に変更が生じた場合には、届出が必要となります。 

防火管理者の責務は、消防計画に基づき、「消火、通報及び避難の訓練の実施」、「消防用設備等の

点検及び整備」、「火気の使用又は取扱いに関する監督」、「避難又は防火上必要な構造及び設備の維持

管理」、その他防火管理上必要な業務を行うこととされています。消防計画の作成例は、防火管理講

習テキスト又は横浜市のウェブサイトから「届出様式ダウンロード」（横浜市トップページ＞防災・

救急＞消防＞届出様式ダウンロード）を御確認ください。 

（https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/shobo/download.html） 

(2) 消防訓練の未実施

消防訓練には、消火・通報・避難の訓練があります。消防計画に基づき実施するとともに、消火及

び避難の訓練は、年２回以上実施し、その旨を実施前に消防署へ、施設名、日時、実施内容、実施人

数等とともに連絡する必要があります。訓練の実施方法など詳しくは管轄の消防署にお問い合わせく

ださい。 

また、「119番通報要領」、「非常放送設備放送要領」、「火災通報装置の概要」及び訓練の計画や通報

連絡、反省・振り返りに活用できる「消防訓練実施シート」を添付していますので参考にしてくださ

い。（資料①） 

「消防訓練実施シート」は、横浜市のウェブサイトから「消防訓練を実施していますか？ 訓練を

事前に連絡していますか？」（トップページ＞防災・救急＞消防＞生活安心情報＞火災を防ぐには＞

消防訓練を実施していますか？ 訓練を事前に連絡していますか？）を御確認ください。 

このほか、オンライン上の動画等で学べる「よこはま防災e-パーク」を活用した「オンライン消防

訓練」の実施も可能ですので、参考にしてください。（資料②） 

（https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-

bohan/shobo/seikatsu/fusegu/syouboukunren_sheet.html） 

なお、実際に119番通報を行う訓練及び火災通報装置を使用して119番通報を行う訓練は、消防職員

の立合いが必要となります。 
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※ 火災通報装置について、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が提供する固定電話サービスがＩＰ網へ

移行したことに伴い、一部の火災通報装置において、今後、消防機関からの折り返しの連絡が正常

に受けられなくなる事象（以下「本事象」という。）が発生することが判明しています。（資料③）

 本事象の発生により、施設関係者が消防機関からの折り返しの連絡に出ない場合には、火災と判

断し、複数の消防車等が出場することとなります。 

 消防局では、立入検査、消防訓練立会等の機会を捉えて、本事象の内容の周知、実態把握等を行

っています。 

(3) 避難上必要な施設等の維持管理

廊下、階段、避難口、防火戸などは、避難上重要な施設です。避難の支障となる物件や、防火戸の

閉鎖障害となる物件を置かないようにしてください。 

(4) 防炎物品の未使用

社会福祉施設等では、カーテン、じゅうたん等は、防炎性能を有するものを使用する必要があり、

かつ、その旨の表示が必要となります。 

※ 新型コロナウイルス感染症の飛沫感染を防ぐために塩化ビニル素材などの「ビニールシート」を

設置する場合、防炎性能を有しないものは、その特性上、火気などの接触等により短時間で燃え上

がる危険がありますので、下げ丈１メートル未満のものを使用してください。また、下げ丈１メー

トル以上となるものは、防炎性能を有するものを使用するとともに、ちゅう房や火気を使用する部

分等の火災発生危険のある場所で使用するものは、長さにかかわらず防炎性能を有するものを使用

するようにしてください。

設置する際には、以下の事項に注意をしてください。 

ア 火気使用器具等、コンセント又は発熱する照明器具付近を避けてください。

イ 自動火災報知設備の感知器の作動の支障や、スプリンクラー設備の散水障害とならないように

してください。

ウ 誘導灯又は誘導標識その他主要な避難口の視認障害又は避難障害とならないようにしてくださ

い。

防炎性能を有するものである旨の表示例 

階段に物件が置かれている様子 避難口及び防火戸前に物件が置かれている様子 
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(5) スプリンクラー設備のヘッドの散水障害等

スプリンクラー設備のヘッド（以下「ヘッド」という。）は、一般的に一定の温度に達すると、ヘ

ッドの軸心を中心に水を円状に均一に分散します。そのため、ヘッドの近くに物があると、うまく散

水できません。少なくとも、ヘッドの下方45センチメートル及び周囲半径30センチメートルの部分に

は、物を置かないようにしてください。 

また、間仕切りやつい立などを設置することで、新たにヘッドが必要となる場合があります。間仕

切りやつい立などを設置する際には必ず管轄の消防署へ御相談ください。 

(6) 自動火災報知設備の感知器の未設置

(5)と同様に、間仕切りやつい立などを設置することで、新たに感知器の設置が必要となる場合が

あります。 

(7) 消防用設備等の点検未実施・未報告及び不備事項未改修

消防用設備等の点検は、６か月ごとに実施し、１年に１回管轄の消防署長へ届け出てください。消

防用設備等は、万が一火災が発生したときに、被害を最小限に抑えるための設備です。点検で不備事

項が判明した場合は、早期に改修してください。（資料④） 

何も設けられ、 

又は置かれていない部分 

法令上何も設けられ、 

又は置かれていないこととされている部分 

スプリンクラー設備のヘッド

点検と届出の周期例

実施年

実施月 ６ 12 ６ 12 ６ 12 ６ 12 ６ 12

機器点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総合点検 ○ ○ ○ ○ ○

点検結果報告 ○ ○ ○ ○ ○

（以下同様）2027202620252024
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ア 機器点検：６か月ごとに実施します。

次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。

(ｱ) 消防用設備等に附置される非常電源（自家発電設備に限る。）又は動力消防ポンプの正常な作

動

(ｲ) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項

(ｳ) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

イ 総合点検：１年ごとに実施します。

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当

該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認

します。 

※ 消防用設備等に附置される非常電源（ガスタービンを原動力とする自家発電設備以外の自家発

電設備に限る。）については、原則、総合点検時に負荷運転又は内部観察等が必要となります。

詳しくは、添付資料の「自家発電設備の点検方法が改正されました。」を御確認ください。

（資料⑤）

４ 旧規格消火器の交換について 

平成22年12月22日の消火器の規格省令改正に伴い、消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器

は、令和４年１月１日以後、設置することができません。次の左で示す「適応火災マーク」が表示され

ている消火器が旧規格のものです。皆様の施設や事業所に、旧規格の消火器が設置されている場合は、

すぐに交換するようお願いします。（資料④） 

表示マークのほかの目安として、製造年が2012年以降のものは新規格の消火器となります。 

なお、消火器には住宅用消火器という種類がありますが、消防法令に基づき設置が必要となる事業所

等に、住宅用消火器を設置することは認められませんので、購入する際にはお気を付けください。 

※ 横浜市のウェブサイトから詳細を確認することができます。（横浜市トップページ＞ビジネス＞分

野別メニュー＞消防・救急＞防火管理＞建物の防火管理などに関すること＞消火器の規格・点検基準

が改正されました）
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/shobo-kyukyu/kanri/tatemono/syoukakikijyunn.html) 

旧規格消火器に表示されている 

適応火災マーク 

新規格消火器に表示されている 

適応火災マーク 
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５ 防火対象物使用開始届出等（横浜市火災予防条例第73条） 

「令別表第１（(19)項及び(20)項を除く。）に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとす

る者は、使用開始日の７日前までに、当該防火対象物の所在地、用途、収容人員その他消防上必要な事

項を消防署長に届け出なければならない。」とされています。 

一般住宅（戸建て住宅）や共同住宅（マンション等を含む。）の全体や一部を使用して事業を行う場

合も例外ではありません。必ず管轄の消防署と事前協議を行い、必要な消防用設備等の確認を行うとと

もに、使用開始の届出を行い、使用開始検査を受けていただきますよう、よろしくお願いします。（資

料⑥） 

６ 違反公表制度（横浜市火災予防条例第72条の６） 

重大な消防法令違反のある建物を横浜市のウェブサイトで公表する制度です。市民の皆さんが、建物

の火災予防上の危険性を事前に確認できるので、万が一の火災被害に巻き込まれるリスクを回避できま

す。 

(1) 公表の対象となる消防法令違反

火災の早期発見に有効な自動火災報知設備、初期消火に大きな役割が期待される屋内消火栓設備、

スプリンクラー設備の設置義務がある建物で、

⇒ これらの消防用設備等が設置されていないもの

⇒ 設置されていても管理の状況が悪く、使用できないもの

(2) 公表の手続

立入検査を実施し、(1)の消防法令違反を建物関係者に通知した日から、14日経過後に引き続き違

反が継続している場合に、横浜市のウェブサイトで公表します。 

近年、無断で増床、増築、改築等を行ってしまい、新たに消防用設備等の設置が必要となるケースが

増えています。また、間仕切り変更等により消防用設備等の改修が必要な場合もあります。必ず事前に

管轄の消防署へ図面等を持参し相談してください。 

７ 消毒用アルコールの安全な取扱いについて 

アルコールは、「火気に近づけると引火しやすい」、「アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気よ

り重く、低いところにたまりやすい」という特徴があります。（資料⑦） 

火災予防上の一般的な注意事項は、以下のとおりです。 

(1) 消毒用アルコールを使用するときは、火気の近くで使用しないようにしましょう。

(2) 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意しましょ

う。また、詰め替えた容器に「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの注意事項を記載してくださ

い。

(3) 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場合は、直射日光が当たる場所や高温となる場所は避け

ましょう。

(4) 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりしないように気をつけてください。

(5) 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するお

それがある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行いましょう。また、密閉した

室内で多量の消毒用アルコール噴霧を行うことは避けましょう。

また、アルコールは消防法上の『危険物』に該当する場合があり、80リットル以上400リットル未満

を貯蔵・取扱いをする際は、横浜市火災予防条例における位置、構造及び設備の基準に適合させるとと

もに、消防署への届出（400リットル以上は、市長の許可）が必要となります。80リットル以上のアル

コールを貯蔵・取扱いをする際は、管轄の消防署に御相談ください。
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資料①
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消防訓練を実施していますか？
訓練を事前に連絡していますか？

もしも火災が起きたとき、あなたはすぐに行動を起こせますか？
どんな建物でも火災が起きる可能性があります。
いざというとき、速やかに行動を起こせるよう、通報、消火、避難の訓練を実施しましょう。

もしも火災が起きたとき、あなたはすぐに行動を起こせますか？
どんな建物でも火災が起きる可能性があります。
いざというとき、速やかに行動を起こせるよう、通報、消火、避難の訓練を実施しましょう。

消防訓練実施の義務
〇防火管理者の選任が必要な規模の建物（防火対象物）では、
消防訓練（通報・消火・避難の訓練）を定期的に実施する義務があります。

〇また、飲食店や物販店など不特定多数の者が出入りする建物は、
年２回以上訓練を実施する義務と、訓練を事前に連絡する義務があります。

事前連絡の方法について
〇事前連絡についてはよこはま防災e-パーク又は、各区の消防署で受け付けています。

　　119番！！

●火災か、救急か
●現場の所在地
●建物の名称
●火災の状況

避難誘導員の
配置

放送設備による
避難誘導

消　火消　火通　報通　報 避　難避　難

※詳しくは裏面「消防訓練の進め方」をご覧ください。

資料②
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よこはま防災 e- パーク

よこはま防災e-パークでの受付
（オンラインによる受付）

消防訓練の進め方

お問い合わせ一覧

①事前連絡

よこはま防災 e- パーク

各区消防署での受付

動画やミニテストなどのデジタル教材で防災を学ぶことができる
「よこはま防災e-パーク」では、事業所の防災訓練を幅広くサポートしています。
是非、ご活用ください。

受付場所 電　話 受付場所 電　話 受付場所 電　話

鶴見消防署 045-503-0119 保土ケ谷消防署 045-342-0119 青葉消防署 045-974-0119

神奈川消防署 045-316-0119 旭消防署 045-951-0119 都筑消防署 045-945-0119

西消防署 045-313-0119 磯子消防署 045-753-0119 戸塚消防署 045-881-0119

中消防署 045-251-0119 金沢消防署 045-781-0119 栄消防署 045-892-0119

南消防署 045-253-0119 港北消防署 045-546-0119 泉消防署 045-801-0119

港南消防署 045-844-0119 緑消防署 045-932-0119 瀬谷消防署 045-362-0119

「よこはま防災e-パーク」トップ画面 電 話 受 付

窓 口 受 付

ファックス受付

郵 送 受 付

※詳細は「お問い合わせ一覧」から
各区消防署にお問い合わせください。※「事業所コース」の「消防訓練」から事前連絡

②訓練実施
事業所の実状に応じた訓練を実施します。
「よこはま防災e-パーク」では、オンライン消防訓練※等に活用
できる動画を掲載しています。
訓練実施後は、訓練の反省や振り返りを行って、防火管理体制を
見直しましょう。
※動画などを活用し、集まらなくても実施できる消防訓練です。

注意：消防署に訓練の立ち会いや指導を依頼する場合は、事前に御相談ください。
（直前の御相談では対応できない場合があります。余裕をもって御相談ください。）
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資料④
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資料⑥
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資料⑦

83



１ 横浜市でのレジオネラ症発生状況 

2 レジオネラ症とは 

（1）症状 

レジオネラ症とは、レジオネラ属菌を含む水しぶきを吸入することが原因で起こる感染症です。高熱

や呼吸困難などの症状が現れる「レジオネラ肺炎」と、発熱や筋肉痛などの症状が現れる 「ポンティ

アック熱」に分けられます。一般的に高齢者や呼吸器疾患をお持ちの方などが感染しやすい傾向が

あります。レジオネラ肺炎の場合は急激に症状が悪化し、亡くなる場合もあります。 

（2）感染経路 

通常、ヒトからヒトへの感染はありませんが、浴場設備や給湯設備など、お湯が滞留する場所でレジ

オネラ属菌が増殖し、感染原因となることがあります。

国内では、家庭用のポータブル加湿器が原因となった事例や冷却塔を原因とした集団感染事例が

発生しています。 

3 設備の管理について 

レジオネラ症を防ぐためには、お風呂や加湿器などの日常的な清掃に加え、専門的な維持管理も必

要です。「横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱」で定める管理方法は、以下の通りです。 

また、これらの管理を実施した記録等を作成し、設備の適切な維持管理を行いましょう。 

（1）循環式浴槽設備 

浴槽の湯をろ過器を通して循環させることにより、浴槽内の湯を清浄に保つ浴槽設備や、加温の

ため循環させている浴槽設備が該当します。 
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(2)機械浴槽（特別浴槽） 

機械浴槽は複雑な構造であることが多く、清掃が不十分になりやすいです。 

管理の内容 

機械浴槽の製造者が作成する機器取扱説明書を基本に、設置者と製造者が 

連携して、機械浴槽ごとに具体的な維持管理手順書を策定する 

１年に１回以上、浴槽水のレジオネラ属菌水質検査を実施する（※循環式のみ） 

水位計 

浴槽 

集毛器 循環ポンプ 

ろ過器 

消毒装置 

加熱 

貯湯槽 

・浴槽水のレジオネラ属

菌検査（年 1 回以上） 

・浴槽の清掃、換水（毎日、ろ過器を

使用する場合は週に 1 回以上） 

・集毛器の清掃、消毒（毎日）

・ろ過器や循環配管の清掃、

消毒（週 1 回以上） 

・気泡発生装置等の滞留箇所

の排水、清掃（定期的） 

浴槽水の 

残留塩素測定 
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●シャワーヘッド

●追いだき機能付浴槽

(3) 中央循環式給湯設備

給湯・返湯配管を設けて建物全体にお湯を供給する設備のことです。滞留し、お湯の温度が下が

った箇所で増殖したレジオネラ属菌が、設備全体に広がるおそれがあります。

 

管理のポイント 

定期的に通水し、お湯が溜まらないようにする 

スポンジやブラシを使って表面を清掃する 

部品を取り外せる場合は分解し、消毒薬に浸け置きするなど、

内部の汚れを取り除く 

管理のポイント 

利用者ごとに換水する 

ぬめりが生じないよう、洗剤やスポンジを使って清掃する 

追いだき配管は洗浄剤等を利用し、定期的に汚れを排出する 

※メーカーの取扱説明書を確認しましょう

 

 

貯湯タンクから

最も遠いところ 

（給湯末端） 

給水管を撤去したまま 

配管が残っている 

ところ（残存配管） 

利用頻度が 

低いところ 

中央循環式給湯設備 

給湯水（主に末端）の 

レジオネラ属菌検査 

（年 1 回） 

温度確認（55 度

以上になるか） ボイラーや貯湯槽の

点検、分解清掃 

循環ポンプや流量弁

の確認 

湯の滞留箇所の確認、 

改善対策 
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(4) 冷却塔

 空調機と組み合わせることの多い冷却塔は、外部からレジオネラ属菌の汚染を受けやすく、増殖し

たレジオネラ属菌が周辺に飛散しやすい設備です。国内外を問わず、冷却塔は大規模な集団感染の

原因となった事例が発生しています。 

管理の内容 頻度 

化学的洗浄 使用開始前 

（使用終了後も実施が望ましい） 

清掃及び点検 使用期間中の月 1 回 

①抗レジオネラ用薬剤を使用し、冷却水の菌数

を制御する 

②冷却水を過度に濃縮させないため、冷却水を

適宜強制排水する 

③スケール防止、腐食防止及びスライム防止のた

め、薬剤による水処理を行う 

使用期間中に状況に応じて実施 

レジオネラ属菌水質検査 使用期間に応じて年２回以上（※） 

※ 冷却塔の運転期間により水質検査の時期が下表のとおり異なります。

冷却塔の運転時期 水質検査の時期 

ア 夏期のみ １回目：冷却塔運転開始から２～３週間後 

２回目：７月～８月の間 

３回目以降：菌数の変動を把握できる適切な時期 

イ 通年 菌数の変動を把握できる適切な時期 

（うち１回は７月～８月の間に実施） 

冷却塔 
増殖したレジオネラ属菌が 

周囲に飛散 

建物内部への取り込み 

施設内に飛散 
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(5) 加湿装置

●ポータブル加湿器

※その他、レジオネラ症発生防止のため維持管理が必要な設備については、

横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱を解説したパンフレット「ストップ！！

レジオネラ」をご確認ください。

４ 日常管理の記録等 

レジオネラ属菌の増殖を防ぐために適切な管理を必要とする設備については、性能や配管系統図、

管理責任者などを明確にした管理台帳や日頃の管理方法を明らかにした管理手引書、清掃・消毒の記

録票などを備え、計画的に管理することが重要です。横浜市ホームページではこれらの作成様式例を

掲載していますので、施設で利用する設備に合わせ作成し、設備や管理者の変更があった場合は見直

しを行いましょう。 

５ 緊急時の対応

施設の利用者にレジオネラ症が疑われる場合や、設備からレジオネラ属菌が検出された場合には、

直ちに所在区の区福祉保健センター生活衛生課へ連絡してください。施設では利用者の健康状況を

調査し、設備の利用を中止して清掃・消毒などを行い、再検査を行ってください。また、レジオネラ属

菌が増殖した原因を究明し、再発防のため、管理方法の見直しを行ってください。 

管理のポイント 

水道水を使用する 

タンクは毎日換水・清掃し、内部にぬめりが生じない

ようにする 

使わないときは水を抜き、よく乾燥させる 

メーカーの取組説明書に従って管理する

【問い合わせ先】医療局生活衛生課 

TEL：045-671-2456 

e-mail：ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp
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追いだき機能付浴槽の配管や加湿器のタンク、シャワーヘッドの内部など、お湯や汚れが 

・お湯は毎日換水しましょう

・洗剤やスポンジを使って清掃し、ぬめりが

・追いだき配管は洗浄剤等を利用し、

生じないようにしましょう

定期的に汚れを排出しましょう

・定期的に通水し、長期間お湯が

・部品を取り外せる場合は分解し、消毒薬に浸け置き

・スポンジやブラシを使って表面を清掃しましょう

するなど、内部の汚れを取り除きましょう 

・タンクは毎日換水・清掃し、内部にぬめり

・メーカーの取扱説明書に従った

・長期間使用しないときは水を抜き、

管理をしましょう

たまらないようにしましょう

よく乾燥させましょう 

（超音波振動などの加湿器を使用するときには、 

特に注意して管理しましょう） 

が生じないようにしましょう 

滞留しやすい場所で増殖したレジオネラ属菌を原因とする感染事例が発生しています。適切な 
清掃・消毒を行いましょう。 

シャワーヘッド

ポータブル加湿器 

追いだき機能付浴槽 
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福祉保健センター 電話番号 福祉保健センター 電話番号 福祉保健センター 電話番号 

鶴見区 045-510-1845 保土ケ谷区 045-334-6363 青葉区 045-978-2465

神奈川区 045-411-7143 旭区 045-954-6168 都筑区 045-948-2358

西区 045-320-8444 磯子区 045-750-2452 戸塚区 045-866-8476

中区 045-224-8339 金沢区 045-788-7873 栄区 045-894-6967

南区 045-341-1192 港北区 045-540-2373 泉区 045-800-2452

港南区 045-847-8445 緑区 045-930-2368 瀬谷区 045-367-5752

令和 7 年１月 発行 

作成者  横浜市医療局生活衛生課（横浜市中区本町６-50-10） 

電話番号 045-671-2456 

FAX    045-641-6074 

E-mail ：ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp
関連 HP : https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kaiteki/legionella/legikatei.html 

※個別のご相談はお問合せ先に記載の連絡先にお願いします。

レジオネラ症とは、レジオネラ属菌を含む水しぶきを吸入することが原因でおこる感染症です。 高熱

や呼吸困難などの症状が現れる「レジオネラ肺炎」と、発熱や筋肉痛などの症状が現れる 「ポンティアッ

ク熱」に分けられます。レジオネラ属菌はぬめりのある水の中で増殖し、一般的に高齢者や呼吸器疾患を

お持ちの方などが感染しやすい傾向があります。ヒトからヒトへの感染はありませんが、お湯やぬめりが

たまる箇所でレジオネラ属菌が増殖し、その水しぶきを吸い込むことでレジオネラ症に感染するおそれが

あります。 

レジオネラ症とは

主な症状：高熱、呼吸困難、筋肉痛、 

吐き気、下痢、意識障害 

潜伏期間：２～10 日 

レジオネラ肺炎

特徴：急激に重症化することもある 

ポンティアック熱 

主な症状：発熱、寒気、筋肉痛 

潜伏期間：1２時間～3 日 

特徴：一般的に軽症で、数日で治ることもある 

お問合せ先 
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